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川西町議会第３回定例会（議事日程） 
   

平成２７年９月１０日（木）午前10時00分開会 

日程 議案番号 件           名 

   

第１  会議録署名議員の指名 

第２  会期の決定 

第３  諸報告 

  議会報告 

 報告第６号 健全化判断比率についての報告について 

 報告第７号 川西町資金不足比率の報告について 

 報告第８号 川西町土地開発公社の経営状況等の報告について 

 報告第９号 定期監査報告について 

第４  一般質問 

第５ 認定第１号 平成26年度川西町一般会計・特別会計決算について 

第６ 認定第２号 平成26年度川西町水道事業会計決算について 

第７ 承認第10号 平成27年度川西町一般会計補正予算の専決について 

第８ 承認第11号 損害賠償額の決定について 

第９ 議案第50号 平成27年度川西町一般会計補正予算について 

第10 議案第51号 平成27年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 

第11 議案第52号 平成27年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について 

第12 議案第53号 平成27年度川西町水道事業会計補正予算について 

第13 議案第54号 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提出に関する条例の制定に

ついて 

第14 議案第55号 川西町個人情報保護条例の一部改正について 

第15 議案第56号 川西町税条例の一部改正について 

第16 議案第57号 川西町債権管理条例の制定について 

第17 議案第58号 川西町手数料条例の一部改正について 

第18 議案第59号 国保中央病院組合規約の変更について 

第19 同意第４号 川西町教育委員会委員の任命について 
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             （午前１０時００分  開会）  

議   長（寺澤秀和君）   皆さん、おはようございます。  

    これより、平成２７年川西町議会第３回定例会を開会いたします。  

    ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立い

たしましたので、これより会議を開きます。  

    町長より、定例会招集についての挨拶を受けることにいたします。  

    町長。  

町   長（竹村匡正君）   皆様、おはようございます。  

    本日ここに、平成２７年川西町議会第３回定例会を開催いたしましたところ、議

員各位におかれましては、公私何かと御多用の中、御出席を賜り、厚く御礼申し上

げます。  

    また、平素より町政運営に関しまして格別の御理解、御協力を賜っておりますこ

とに、重ねて御礼申し上げます。  

    本議会につきましては、平成２６年度一般会計及び特別会計決算、平成２７年度

一般会計補正予算の専決、平成２７年度一般会計及び特別会計補正予算、条例の制

定や一部改正、人事案件など多数の案件につきまして御審議をお願いするものでご

ざいます。  

何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせて

いただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、７番  松本史郎君及び

９番  森本修司君を指名いたします。  

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。  

お諮りいたします。  

本定例会の会期は、本日より１８日までの９日間といたしたいと思いますが、こ

れに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、本定例会の会期は、本日より１８日までの

９日間と決定いたします。  

日程第３、諸報告に入ります。  

行政報告として、報告第６号、平成２６年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第７号、平成２６年度決算に基づく川西町資金不足比率の報告につ

いて、報告第８号、川西町土地開発公社の経営状況等の報告についてをお手元に配

付いたしておりますので、御清覧おき願います。  

次に、報告第９号、平成２７年６月から平成２７年８月期までの例月出納検査の

結果報告が提出されておりますので、木村監査委員より報告を求めます。  

木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２７年６月から８月期に行いました例月監査の結果を御
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報告申し上げます。  

中嶋監査委員とともに、地方自治法第２３５条の２第１項並びに地方公営企業法

第２７条の２第１項の規定により、平成２７年度の川西町一般会計及び特別会計並

びに水道事業会計の出納及び予算の執行状況につきまして、会計管理者並びに水道

部長に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説明を受

け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計における予算の執行並びに現金

の出納・保管などにつきまして、過誤もなく適正に行われているものと認めました

ので、御報告申し上げます。  

なお、生活保護費の支給業務に係る支給対象者への支給方法等を確認いたしまし

たところ、支給当日に県の福祉事務所の担当者とともに、窓口で支給対象者に個別

に現金を手渡ししていることがわかりました。このような支給方法は、違法ではあ

りませんけれども、事故が発生する可能性が高いものと考えますので、お手元の資

料のとおり、支給方法等について改善されるよう、町長に対して要望したところで

ございます。  

以上、御報告申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   監査報告が終わりましたので、日程第４、一般質問に入りま

す。  

順次質問を許します。  

２番  安井知子君。  

２番議員（安井知子君）   議長の許可を得まして、一般質問を３件させていただきます。  

１ .まちと道。  

都市再生特別措置法に基づく立地適正化概要パンフレットを役場よりいただきま

した。コンパクトシティ・プラス・ネットワークの考えで進めることが重要である

とうたい、今後のまちづくりの指針になるようです。結崎の駅前開発もこの考えの

もと、理想的な開発がなされることと期待しています。  

でも、下永のスカイタウンにおける開発で、１次、２次、３次、合計約５０件の

新築工事が終わりました。タウン内を歩くと、道がそれぞれつながっていず、溝や

柵で遮断されています。建築許可を出すとき、指導できないのですか。また、中村

や美ノ城における袋小路等、道がつながっていなければ、いざ緊急時、どうするの

ですか。川西町における旧村の道の狭さを１００年計画でも考えるべきなのに、今、

新築開発のとき、道をつながないでどうするのですか。もし４次計画があるなら、

どうか民間事業者とも話し合い、道をつないでほしいものです。  

また、京奈和自動車道の側道、大和川にかかる部分の工事がおくれているように

思います。現在の進捗状態を御報告お願いします。  

そして、一日も早く完成するよう、国・県への要請、お力添えをお願いします。  

２、女性職員の登用について。  

７月、川西町における機構の大改革、人事異動が行われました。驚きの中、各新

旧のポジション交代がスムーズになされたこと、さすがと、皆様のキャリアを注視
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しています。でも、女性の課長さんが１人しかおられず、寂しく感じました。  

男女雇用機会均等法に伴う女性の登用に関し、町長の御所見をお伺いいたします。  

３、福祉事務所の仕事を川西町役場で生かし、広げられないか。  

福祉事務所は、市では強制設置、町は任意と聞いています。過去に榛原町でのみ

設置された経緯があります。十津川村は除いています。７月に天理市福祉事務所よ

り、障害者福祉に関するアンケートを求められました。今後、障害者福祉施策をど

のようにしたらよいかというもので、私は、「当然と考えず、共存できる世の中を

つくる。また、健常者の中にも怖い事件を起こす人がいる。だまされず、強く生き

てほしい。そのために質のよい後見人を育てることも必要では」と答えましたが、

矢が胸に刺さったようで、ずっと考えております。  

また、障害者差別をなくす奈良県条例が、さきの２月定例議会で制定されました。

国の障害者差別解消法の制定に基づき、各自治体が具体的に取り組みを推進するた

めに、その取り組みの根拠となる条例を制定しようとの趣旨で制定されたものです。

その条例を起草するための検討委員会は、総数１８名のうち９名が障害を持つ当事

者、関係者で構成され、充実した条例内容と想像できます。全文１９条と附則で、

注目点は、差別に配慮しないときは、奈良県に訴え、知事に必要な措置を求め、奈

良県障害者相談等調査委員会にかけ、助言・あっせんする、それでもだめなら、関

係当事者に勧告、公表するというものです。でも、川西町においては、全て何か遠

い出来事のように感じます。  

さきの６月川西町議会において、生活困窮者自立支援制度、私の会報１・２号に

おける不動産担保型生活資金貸付制度、今回の障害差別解消法、私たち川西町の主

体である中和福祉事務所では、民生委員定例会におろし、それ以降どのような施策

を考えておられますか。川西町にも同じ質問をしたいと思います。  

福祉事務所設置には年間約６ ,０００万円かかるとの試算が出ました。無理なら

ば、役場に簡単窓口をつくり、町民に情報を流す、また、生活保護受給者、それ以

外の生活困窮者、障害者、その他弱者の声に耳をかす、アンケートをとり、意見を

聞く、役場から積極的に手を差し伸べ、中和福祉事務所を身近に感じるよう、役場

が太いパイプ役にならなければと思います。  

最後に、８月２５日に新聞を騒がせた生活保護費が１人分紛失したことに関し、

今後、口座振り込みも考えているとのこと。福祉の仕事は、お金を届ければ済むと

いうものではありません。月１回、直接取りに来る人には、顔色、体の調子、様子

で判断し、代理人が来たときは、なぜ本人が来れないか心配する必要あり。また、

家まで届けるときは、よほど悪いときです。病院にかかって療養できているかどう

か、また、仕事の欲しい人には月に何回も会う。これらの人々の自立を目指し、指

導し、支援していくことこそ、ケースワーカーの大きな仕事だと思います。この仕

事をしないで、福祉事務所の名分が立つと思われますか。  

これにかかわることは、全て税金で賄われています。保護費を渡す人も保護費を

受ける人も、真剣に取り組んでほしいと思います。  
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終わります。ありがとうございました。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   安井議員の御質問にお答えいたします。  

まず、まちと道に関する御質問についてでございますが、開発許可につきまして

は、都市計画法に基づく開発行為を行う際、当町の場合は奈良県知事の許可が必要

であり、開発申請手続は町経由で奈良県に申請されています。申請が町を経由する

際、開発区域の近隣状況から判断して、既存の道路との接続を指導しておりますが、

スカイタウンのような昨今の開発では、完了された道路には家屋が建築されている

状況などで、接続が不可能な状態の場所も存在します。また、袋路状道路（行き止

まり道路）を建設し、転回広場を設置する手法が多数見受けられますが、開発行為

に係る技術基準により、転回広場を設置することで町道と認定しているのが現状で

あります。  

議員の御質問の開発時における指導については、川西町開発事業等に関する指導

要綱第１１条第３項、第４項道路関係に、「開発道路については、開発道路の両端

が既存の道路に接続するよう努めること」「通り抜けが可能となるよう配慮するこ

と」となっており、開発申請者に対し、開発申請区域の状況を精査し、開発道路の

両端が既存道路に接続が可能な場合は、接続及び通り抜けの指導を行うとともに、

利便性を考慮した指導に努めてまいります。  

また、緊急時の対応としましては、町内の袋路状道路並びに狭い道路等の状況を

把握するとともに、自主防災組織及び地域の方々との連携及び情報共有を図り、御

支援、御協力いただけるようお願いしたいと思います。  

次に、京奈和自動車道一般部の工事についてでございますが、平成２６年度に県

道天理王寺線まで開通されましたが、その先線、県道天理王寺線から南菅田町間に

つきましては、国の予算確保の関係から見通しが立たない状況にあると、奈良国道

事務所より伺っております。しかし、平成２６年度の開通以降、町内に流れ込む車

両が増加し、渋滞を招き、住民が迷惑されていることは重々承知しております。私

どもといたしましても、引き続き国・県に対し、早期工事着手を強く要請してまい

る所存でございます。  

次に、女性職員の登用についてでございます。  

平成２７年７月１日に大規模な機構改革を行い、それに伴って人事異動を行いま

した。約２カ月が過ぎて、各部署も少しずつ落ちついてきていると思われます。  

議員お尋ねの女性職員の登用でございますが、今年度の人事異動では、女性管理

職の管理職全体に占める割合が１７ .９％でございます。内訳といたしましては、

課長が１名、課長補佐が４名となっております。参考といたしまして、総務省労働

力調査（基本集計）平成２４年（平均）によりますと、管理的職業従事者に占める

女性の割合は、平成２４年度では１１ .６％で、依然として低い水準であるそうで

す。今の世の中では、厳しさを増す社会情勢に的確に対応し、活力ある社会を維持

していくためには、男性のみならず、女性の一層の活躍を図っていく必要があると
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認識しております。  

川西町におきましても、女性職員の職域拡大やさまざまな研修などによる職員の

能力開発、男女の別なく職員が活躍できる職場風土の醸成、さらには適切なジョブ

ローテーションにより、人材育成などを図っていきたいと考えております。  

今後もこのような取り組みを一層強化し、女性職員の活躍推進に向け、積極的に

取り組んでまいりたいと考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。  

続きまして、福祉事務所の仕事を川西町役場で生かし、広げられないかについて

でございます。  

福祉事務所とは、社会福祉法第１４条に規定されている「福祉に関する事務所」

を言い、福祉六法（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法）に定める援護、育成または更生の措置に

関する事務をつかさどる第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市は設置が

義務づけられており、町村は任意で設置することができます。  

１９９３年４月には老人及び身体障害者福祉分野で、２００３年４月には知的障

害者福祉分野で、それぞれ施設入所措置事務等が都道府県から町村へ移譲されたこ

とから、都道府県福祉事務所では、従来の福祉六法から福祉三法（生活保護法、児

童福祉法、母子及び寡婦福祉法）を所管することとなりました。  

議員お述べのように、町で福祉事務所を設置するには多額の費用が必要となるこ

とから、本町においては、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法に定める

援護、育成または更生の措置に関する事務については中和福祉事務所にて実施して

いただき、町は生活困窮者など生活弱者の相談業務を行い、町の担当課や福祉事務

所に適切につなぐ窓口として住民保健課が担当しています。生活困窮者に適切な支

援を行えるように、福祉事務所等と連携を密にし、各種制度の周知も含め取り組ん

でまいりたいと考えております。  

また、介護保険事業 計画や社会福祉計画 策定時において、６ ５歳以上の高齢者

―要介護３以上の認定者を除きます―や障害認定を受けておられる方を対象に

したアンケート調査や一般の方を意見を聞くパブリックコメントを実施し、おのお

の事業計画に反映させております。  

なお、障害者福祉施策については、奈良県が提唱する、障害を知り、ともに生き

ることを目的とした、まほろば「あいサポート運動」に取り組み、全職員、民生児

童委員さん、障害について学習しておられる団体や一般住民さんを対象に研修を実

施し、９月４日にまほろば「あいサポート企業・団体」の認定を受けたところでご

ざいます。  

次に、生活保護費の支給方法につきましては、本年６月に中和福祉事務所から口

座振り込みの意向調査があり、受給者の９割の方が希望すると回答されております。

また、ケースワーカーの生活保護認定後の状況確認や自立に向けた就労指導業務に

つきましては、現在、高齢者世帯、母子世帯、障害者世帯、傷病者世帯、その他の

世帯の方に対し、おのおのの世帯状況に応じ、２カ月に１回以上訪問、３カ月に１
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回以上、６カ月に１回以上、年１回以上、訪問調査及び指導を行っておられ、支給

方法が口座振り込みに変わったとしても、ケースワーカーの業務に変更はないと伺

っております。  

次に、本年４月から実施された生活困窮者に対する生活困窮者自立支援制度等の

中和福祉事務所の対応についての質問ですが、福祉事務所が行っている就労支援、

自立に向けた相談支援、生活保護世帯等の子どもの学習支援について、奈良県中和

生活自立サポートセンター等で実施されており、本町においても広報川西８月号で

お知らせしましたが、その周知について福祉事務所との連携を強化し、生活困窮者

が相談しやすい環境づくりに努めたいと考えています。  

最後に、８月５日に発生しました保護費紛失事件について、改めてお詫び申し上

げますとともに、今後このような事態が生じないよう、公金及び個人情報の取り扱

いには十分注意するよう指導いたします。  

以上でございます。  

議   長（寺澤秀和君）   安井知子君。  

２番議員（安井知子君）   お答えありがとうございました。ちょっといろいろ難しかっ

たと思います。  

２０５０年、日本のＧＮＰは、世界３位から９位に落ちるそうです。これを防ぐ

のは、女性と高齢者が働くことがよいと聞いております。日本女性の能力は世界１

０位と高いそうですが、女性がリーダー職に就いているのは、世界５８位だそうで

す。頑張れば４位にとどまれるそうです。川西町から模範を示してください。  

また、福祉の問題で、さきの６月定例議会の後、私の会報３号に対し、御意見の

はがきをいただきました。「生活困窮者自立支援制度の件と、６月に起こりました

新幹線内投身自殺者とあわせて一考するものあり」と書いてありました。巻き添え

の死者まで出した悲惨な事件です。絶対に正当化されるものではありません。しか

し、私たち社会が生み出してしまった事件ならば、誰かその人に手を差し伸べられ

なかったのか、何がその人をそこまで追い詰めたのか、またも私の胸に矢が刺さり

ました。  

私は、この矢の痛みを感じつつ、議員生活を送りたいと思います。  

終わります。  

議   長（寺澤秀和君）   ４番  伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   伊藤です。議長の許可を得ましたので、質問いたします。  

さきに通告してありますように、マイナンバー制度の取り組みについてでありま

す。  

平成２５年に成立した「行政手続における特定個人を識別するための番号の利用

等に関する法律」、これがいわゆるマイナンバー法でございます。これに基づき、

マイナンバー制度のスタートとして、１０月から町民全員に個人番号通知カードが

郵送されます。この法律の目的として、個人を示す１２桁の個人番号、このマイナ

ンバーによって、行政機関の間で個人情報を確認する手間や重複する事務が削減さ
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れて、行政が効率化し、公正な給付と負担が確保でき、住民にとっては、行政の手

続が簡素化して利便性が向上するとされています。実務としては、社会保障の分野、

税の分野、災害対策の分野で活用することとなっています。  

本町におきましても、この法律に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例が、この９月議会の議案として提出されています。マイナンバーの

利用開始は来年の１月からで、順次利用が広がっていくようですが、しかし、この

マイナンバー制度のことについて町民の皆様はどこまで理解されているのでしょう

か。６月広報と８月広報に、「１０月からマイナンバーの通知が始まります」と掲

載されていましたが、町民の方から、マイナンバー制度がよくわからない、何か手

続をしないと助成金がもらえなくなるのか、個人番号カードは申請しなくてはいけ

ないのか、運転免許証のように写真は役場で撮ってくれないのか、個人番号カード

は銀行や年金にも必要になってくるのか、マイナンバーのついた個人情報の安全は

守られるのか、プライバシーの侵害にならないのか、小さい子どもはどうするのか

など、さまざまな意見を聞きます。  

マイナンバーは、今後各自が生涯にわたって使うことになるでしょう。国の新た

な施策ではありますが、マイナンバー制度の実務を行う役場としては、責任を持っ

て取り組む必要があります。  

そこで、町長にお尋ねいたします。  

まず、１つ目です。マイナンバー制度は、社会保障や税、災害対策など、役場の

業務としても多くの課がかかわるものであり、その対応などについて横断的な取り

組みが必要になってきます。また、今後行政手続の方法の見直しも必要と思われま

す。役場内では、マイナンバー制度に対応するために既に準備が進められていると

思いますが、その状況についてお尋ねいたします。  

次に、２つ目です。こうした大きな制度が国家的に推進されるとなると、本町の

情報システムにも大規模な改修が必要になると思いますが、マイナンバーの利用の

拡大に伴い、個人情報保護も含め、新たな情報システムの構築及び安全性について

どうなっているのか、お尋ねいたします。  

最後に、３つ目です。マイナンバーは、生まれたときから生涯にわたって使われ

ます。制度の導入に当たって、全町民に正しく理解して使っていただく必要があり

ます。特に小さな子どもさんに対しても個人番号カードの取り扱いや制度のわかり

やすい説明が必要と感じますが、町としてどのように取り組んでいかれるのか、お

尋ねいたします。  

以上で質問を終わります。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   伊藤議員の御質問にお答えいたします。  

マイナンバー制度の取り組みについてでございます。  

マイナンバー制度のスケジュールは既に町広報で通知済みですが、この１０月５

日から住民個々人に個人番号が通知され、来年の１月１日から、申請者には個人番
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号カードが交付され、主に国の事務において個人番号の利用が始まるということに

なっています。  

このマイナンバー制度に対応するための町の推進体制はどうかという御質問の向

きでございますが、具体的な事務への対応ということで申しますと、当該制度を導

入することで、例えば転入者の所得の確認などで時間を要していた国保や児童手当

の事務などは、個人番号を利用することで、今まで複数回必要であった窓口対応が

１回で終了してしまうというようなことになり、文書の後日郵送などの事務手続が

不要になる一方、今までは不要であった個人番号を確認したり、記入もしくは入力

するというような作業が必要になってきます。このように、マイナンバー制度では

多くの事務処理に影響が出てきます。  

そこで、これらの事務変更に対応するため、今年の５月から、個人番号を扱う庁

内の全ての部署で、当該番号の導入で想定される個々の事務の影響を調査し、想定

される事務の変更に対してどのように改善するのか、改善内容を集約させていると

ころでございます。  

さらに、条例変更などにつきましても、市町村の情報連携が始まる平成２９年７

月までには修正していく予定であります。  

また、どの条例・規則等例規の変更が必要となるのかを判断していくのは、法令

に即した専門的知識も必要とすることから、例規の専門知識を有する者と委託契約

を締結し、マイナンバー制度の導入に際して遺漏のない体制をとっているところで

ございます。  

次に、システムの改修でございますが、昨年度は税と住基関連、今年度は社会保

障分野に関してシステム改修を実施しているところでございます。  

マイナンバー制度の導入に係る個人情報の保護については、基本的に国や都道府

県、市町村間で特定個人情報をやりとりするネットワークは国が整備を行いますが、

ＬＧＷＡＮ回線と申しまして、外部とはつながっておりませんので、このネットワ

ーク回線から情報が漏えいすると言う事は考えにくいものと思われます。しかし、

情報の保護という観点から、中間サーバープラットフォームという機関との間にフ

ァイヤーウォールなどを設けて、コンピュータウイルスなどの侵入を防ぐように考

えています。このように、まずハード面において特定個人情報の保護には細心の注

意を注いでいるところでございます。  

加えまして、ソフト面での対応と申しますか、組織の体制や職員個々の意識、情

報の扱い方の不備が、昨今の日本年金機構の事故の例をとるまでもなく、何にも増

して当該情報の漏えいにつながるものと考えておりますので、職員研修を繰り返し

実施し、職員の自覚を高めていく予定であります。９月２日、３日の午前、午後に

分けて、全職員にセキュリティ研修を実施済みでございます。また、関係部課長に

よる情報化推進委員会を今年６月に立ち上げ、個人番号の取り扱い責任や担当者を

明確にすること、また、取り扱い方法を明文化して、漏えいの危険性のある取り扱

いをしないようにすること、「誰が、いつ、どういう目的で、何を見た」というよ
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うな情報の取り扱いを記録として残すことなどの組織的な安全管理措置を検討して

いるところであります。  

さらに、業務で使用する情報の暗号化に取り組むことを検討するなど、より強固

な情報保護体制の構築に努めたいと考えております。  

御指摘のとおり、個人番号は生まれてすぐの新生児にも付番されるものでありま

すので、子どもたちにはその扱い方について重要性を認識してもらうことが大事で

あると考えています。そのためには、役場の窓口などに子ども向けのマイナンバー

制度の案内を設置したり、学校などで新しく制度化されたことについて指導してい

ただけるよう、町行政としても独自の努力をしていかなければならないと考えてお

ります。また、高齢者の方々にも町独自の研修会の実施や教育委員会事業の高齢者

教室などを通じて啓発していきたいと考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   マイナンバー制度の導入に当たっては、既に情報システムあ

るいは各課におきまして十分に検討されているということ、それと、既に職員に対

しても研修をして、認識を徹底している、そしてまた、情報の取り扱い責任者の明

確化、これは非常に大事なことかと思います。それも既に進められているというこ

とでございます。役場としましては、導入に向けて着々と進んでいるかに理解いた

しました。  

町民の皆様には特に親切丁寧な説明が必要で、十分御理解していただかなければ

なりません。先ほどもおっしゃっていましたけれども、説明会とか、特に窓口に来

られたときの対応など、よろしくお願いしたいと思います。また、この個人番号カ

ードをつくった場合、当面は身分証明書などに使われる機会が多いかとも思われま

す。免許証を持たない人にとっては、非常に便利なものになるかもしれません。し

かし、落としたり盗まれたり、取り扱いについては十分注意が必要だと思います。

役場としては、落としたり盗まれたりした場合のフォローも重要かと思います。  

マイナンバー制度導入に当たっては、便利なこともあるでしょうが、町民の皆様

が困らないように、マイナンバーで被害に遭わないように、今後十分な備えをお願

いしておきます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   ３番  福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   おはようございます。３番、福西でございます。議長のお許

しを得ましたので、一般質問させていただきます。  

先日、９月１日に、本町福祉施設ぬくもりの郷のデイサービスセンター及びグル

ープホームにおきまして、現在業務委託により運営されているものを指定管理者制

度による運営に変更するため、公募により指定管理者を募集されましたが、この指

定管理者制度というものについて質問させていただきます。  

指定管理者制度とは、さまざまな課題はありますが、施設の運営・管理をより効
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率的かつ効果的に行い、利用者サービスの向上や経費の削減を目的として活用でき

る有効な制度であると私も認識しております。本町では、平成２４年４月より複数

の体育施設の管理運営をＮＰＯ法人川西スポーツクラブ様に指定管理者として事業

を行っていただいており、現在、川西スポーツクラブは約７００名弱の住民が利用

し、奈良県下でもトップクラスの利用者率を誇り、私も会員登録させていただいて

おりますが、利用者満足度も高く、本町にとって非常に重要な役割を果していただ

いていると感じております。  

また、本年４月からも指定管理者の契約を更新され、ますますの利用者サービス

の向上を期待するところではございますが、今回の契約更新の審査では、さまざま

な事業評価を検証した上で、再度指定管理者制度を利用した運営にすることを決定

されたと思いますが、平成２４年３月までに行われていた業務委託の運営から、そ

れ以降の指定管理者制度にすることによって、どれくらいの本町財政の経費が削減

されたのか、数値的なものがあれば示していただけますでしょうか。  

また、冒頭で申し上げました、ぬくもりの郷デイサービスセンター及びグループ

ホームの指定管理者の募集に関しても、今後、指定管理者に選定される事業者様に

は、よりよい利用者サービスを提供していただくことを期待するところでございま

すが、町財政の経費削減という観点では、業務委託から指定管理者制度での運営に

移行することにより、町職員の方が従事されている業務が軽減され、将来的に人件

費が削減できると伺っておりますが、どれくらいの経費が削減されると見込んだ上

で運営方法の変更を進めておられるのかをお伺いいたします。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   福西議員の御質問にお答えいたします。  

本町における指定管理者制度の運用についてということでございます。  

議員お述べのとおり、指定管理者制度の目的は、多様化する住民ニーズに、より

効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ住民サ

ービスの向上を図るとともに、行政コストの縮減を図ることでございます。  

まず、体育施設において指定管理者制度を導入したことによる経費の状況につい

て御説明申し上げます。  

平成２４年度より指定管理といたしました体育施設については、管理における人

件費、委託料と光熱水費を除く経常的な維持管理費等を主な委託料の積算根拠とし

ています。指定管理導入による経費の節減額についてでございますが、委託額と指

定管理委託を導入した前年度決算額とを比較しますと、約５０万円の経費抑制とな

っています。これは、さきに申しましたように、指定管理の委託費とした大部分が

人件費と管理における経常的な維持経費を基礎に算定したものであり、同様の管理

を行っていかなければならない必要から、大きく経費の削減にはならないことによ

るものと考えています。  

しかし、このたびの更新に当たり、指定管理者の事業評価等を行ったところ、事
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業報告・実績からも、地域に密着した各種事業が展開されており、また、アンケー

ト結果にも利用者からおおむね満足されているとの回答が得られています。また、

経営状況についても安定した形であるとの報告も受けております。  

次に、ぬくもりの郷デイサービスセンター及びグループホームの施設管理に指定

管理者制度を導入することの質問について回答させていただきます。  

委託により実施しています当該事業費は、毎年度の決算書のとおり、サービス収

入に対しましてサービス委託料及び人件費並びに事務費等、歳入歳出ほぼ同額とな

っています。そのような状況から、今後指定管理者を指定することでどの程度の経

費の削減が見込めるのかにつきまして、指定管理者募集要項等で、今回の指定管理

業務は収益事業であるため、指定管理料はゼロ円とし、施設使用料相当として営業

利益の１０％以上の額を提案していただき、本町へ納付されることになります。た

だいまから公募する指定管理者指定申請により、収支計画等提案していただくとこ

ろで、現状同様、経営状況がよければ納付額が発生するところですが、現時点では

それ以上は何ともお答えしかねるところでございます。  

何よりも、制度を導入することで民間の能力やノウハウを幅広く活用していただ

き、施設を利用される方とその御家族の皆様にとって、施設利用に当たってのサー

ビスの向上に期待できるところでございますので、御理解のほど、よろしくお願い

申し上げます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   御答弁ありがとうございます。体育施設におきましては、指

定管理者制度の導入により、少額ではございますが、約５０万円の経費抑制につな

がり、おおむね利用者の満足度も上がっているとのことですので、この制度を十分

に活用できているものと理解し、今後も継続してサービスの向上と経費の抑制に努

めていただきたいと思います。  

ぬくもりの郷デイサービスセンター及びグループホームについてですが、これか

ら収支計画等の提案を応募事業者様に出していただき、営業利益の１０％以上の額

を提示していただいて、施設使用料相当として納付していただくと御回答いただき

ましたが、営業収支が赤字になった場合は、事業者から本町へ納付される額はゼロ

ということになりますが、納付額がゼロであっても、本町財政の経費負担というの

は抑制されているという認識でよろしいのでしょうか。  

また、事業を継続的に改善していくための手法として、ＰＤＣＡサイクルという

手法がございます。これは、民間では以前から広く使われていまして、近年、自治

体の事業でもよく活用されるようになった、いわゆる計画・実施・評価・改善、こ

れを繰り返して行い、事業をよりよいものにしていく手法であるということは町長

もよく御存じであるとは思いますが、この手法のＰとＤ、プランとドゥー、計画と

実施という部分は、今後指定管理者を受けた業者に任せて、利用者サービスの向上

を期待するところですが、Ｃのチェック、評価するという部分は、行政と議会がき
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っちり行っていかなければならないと思っております。  

本日、私の質問に対して具体的な数字を回答いただけませんでしたが、このぬく

もりの郷の指定管理者制度への移行の計画がスムーズに進みますと、本年１２月の

定例議会においてこの件に関して審議することになると思います。その審議のとき

までには、本日御回答いただけなかった数値を、きっちりと評価するためにも、幾

らの経費が削減できるのかという問いに対して具体的な数値を次の議会までには示

していただけますでしょうか。御回答をよろしくお願いします。  

議   長（寺澤秀和君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   今、福西議員から再度の御質問の中で、今募集要項で提示し

て、仕様書の中にも、現在、平成２４年から２６年度までの決算状況をお示しして、

それで業者さんのほうに維持管理経費がどれぐらいかかるかという形で一応御提示

しています。  

それで、議員指摘のように赤字になった場合につきましては、利益が上がってい

ませんので納付額はないんですが、今の利用者さんの人数でいきますと、町がやっ

てるときも黒字になりますし、民間の方でしたら、経費の削減もされるということ

でやっていますので、若干の納付額はあるかなというように思っております。  

具体的な数値につきましては、応募の書類等を見まして、あくまでも資金収支計

画的なものになりますが、どのぐらいの納付額があるかはお示しできると思います

ので、そのように御理解いただけたらありがたいです。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   福西広理君。  

３番議員（福西広理君）   ありがとうございます。この指定管理者制度というものを有

効に活用し、また、利用者サービスの向上、行政コストの抑制を継続して行ってい

ただきますようお願いいたしまして、私の一般質問とさせていただきます。  

ありがとうございます。  

議   長（寺澤秀和君）   １１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。議長の許可を得ましたので、前の３人

に続きまして、町長に質問いたします。  

今般は、本町住民の医療にかかわる分野で、特に経済的な困窮者を中心に、保険

料減免制度の新たな整備や医療費の病院窓口等における個人負担の軽減策について、

本町が独自基準を設けるなどして、対象となる皆さんの暮らしに資する取り組みの

創設を求めるものであります。  

今日、さまざまな問題が住民生活にはついて回りますが、日ごろお話をお伺いし

ておりましても、現下の経済状況からして、やはり日々の暮らしと先行きに関して

不安を抱く声が少なくありません。とりわけ年金の給付減や医療や介護の負担増に

対して何がしかの手だてを求める声がここのところ強まってきております。  

これら社会保障に関する施策の拡充は、国の取り組みはもとより、我々自治体レ

ベルでも手を打つことにより、関係する住民の皆さんの暮らしを大きく励ますこと
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へとつながることは間違いありません。打つ手はさまざまにありましょうが、医療

の分野では、国保法４４条や７７条に基づく保険料の減免に関する取り組みや個人

負担の削減に関する取り組みを具体化し、高齢者を中心にカバーして、加えて低所

得者対策としての取り組みを打つことが時代の要請と心得ます。  

そこで、本町の国民健康保険並びに後期高齢者医療保険の被保険者の皆さんを対

象に、国保法４４条でいう医療費の自己負担分の減額や免除、７７条でいう保険料

の申請による減免制度を創設し、経済的困窮者の暮らしの応援策として、本町が実

情に応じたふさわしい基準を自ら設けて、必要な手だてに取り組むことを求める次

第であります。  

以上、御答弁よろしくお願いいたします。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員の御質問にお答えいたします。  

国保法の実践についてでございます。  

国民健康保険の医療費の自己負担分及び保険税の減免等については、国民健康保

険法第４４条に伴う川西町国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱（平成２３年７

月１日施行）と、本町は保険料ではなく保険税であるため、国民健康保険法第７７

条ではなく、地方税法１５条に伴う川西町国民健康保険税徴収猶予及び減免に関す

る実施要領（平成１３年４月１日施行）として既に創設済みでございます。  

対象者といたしましては、税の減免については、失業等により当該年度の所得が

皆無となった場合、少年院及び刑事施設等に収容・拘禁された場合と定められてい

ます。一部負担の減免については、資産等の活用を図ったにもかかわらず、生活が

著しく困難となった入院療養を受ける被保険者の属する世帯と定められています。  

各減免等の実績としては、税の減免については、平成２６年度に２件の減免を決

定しております。一部負担金については、平成２５年度中に入院中の対象となる方

の申請相談を受けておりましたが、申請をされる前にお亡くなりになったため、決

定には至りませんでした。  

各制度につきましては、窓口による納付等の相談の聞き取りの中で説明等を行っ

ております。  

以上のとおり、国民健康保険において真に経済的困窮者に対しての本町としての

取り組みは既に実施済みであります。  

後期高齢者医療につきましても、自己負担の一部負担金の減免及び保険料の減免

は実施されております。一部負担金の減免対象者といたしましては、震災、風水害、

火災などの災害により財産について著しい損害を受けた場合、世帯の生計を主とし

て維持する方が、死亡し、災害等により行方不明となり、心身に重大な障害を受け、

または連続する９０日以上の長期入院をした場合、世帯の生計を主として維持する

方の収入が自然災害や非自発的失業、事業の休廃止等により著しく減少した場合と

定められています。  

保険料の減免対象者については、震災、風水害、火災などの災害により財産につ
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いて著しい損害を受けた場合、世帯の生計を主として維持できる方が、死亡、事業

または業務の休廃止・失業したことなどの事情により、所得が著しく減少した場合、

刑事施設などへ拘禁され、給付の制限が行われている場合と定められています。  

後期についての各減免実績は、本町ではゼロ件となっています。  

また、現行の国保及び後期の制度を見ても、７０歳以上の高齢者であり、非課税

等の低所得者については、国保・後期ともに限度額適用、標準負担額減額認定証の

発行等により、病院窓口での費用負担軽減を受けていただけます。通院では８ ,０

００円、入院では１万５ ,０００円または２万４ ,０００円に医療費の負担が軽減さ

れます。  

保険税についても、低所得者について国民健康保険では均等割額、平等割額の７

割・５割・２割削減や、若い世代についても、会社等の都合による非自発的失業者

への前年度所得の軽減措置等があります。後期高齢者医療制度においても、均等割

額の９割・８ .５割・５割・２割軽減等がございます。  

以上のように、現行制度上も既に救済的制度が多数実施されています。当町とい

たしましては、これらの制度をうまく活用し、高齢者や低所得者に対応していきた

いと考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   現行制度、法定制度にのっとった減免諸施策、一部負担金の

徴収猶予等々の施策は町長お述べのとおり、既に実施済みということであります。  

今般の問いかけは、本町が自らの基準を設けて、法の趣旨を十分に踏まえて、住

民の皆さんの暮らし応援に資する、そういう取り組みとして自らの基準を設けた制

度、これに取り組むことを求めているものであります。  

いずれにしましても、現在の医療制度の全体的な傾向としまして、保険料の窓口

負担は社会保険で言えば、当初本人は全額給付、１割負担、それが現在３割負担に

なってきてますし、国民健康保険税で言いましても、限度額がだんだんと上がって

きてるというふうなことも踏まえ、負担増の流れにあるというのが全体としての流

れであります。  

同時に、国としては、国の表現をかりれば、その辺の仕組みを適正にしていって、

適正な医療を受けられるようにするという話でありますが、いずれにしましても病

院窓口が遠のいているというふうに、全体の国民の負担を上げて、保険給付を受け

る者の負担を上げることによって、病院窓口に行く機会が抑制されているなという

ふうな背景があるという認識を町長自身がお持ちかどうかは別にいたしまして、そ

の辺、背景をどういうふうに御覧になっておられるか、御所見をお伺いしたいと思

います。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員がお述べのとおり、保険制度が創設されたときは、高

齢者については自己負担ゼロとかいうふうな制度があり、現在では一般の世帯につ
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いては３割負担ということで、当時と比べると負担割合が上昇している、また、保

険料についても上昇しているという事実はございますけども、日本の人口自体が生

産年齢人口も減少しており、また、高齢者世帯も増えている中、社会保障制度を維

持する上では、国の施策としてはやむを得ないのではないかと私は考えております。  

一方で、低所得者等、経済的困窮者等の支援という形で現在取り組まれておりま

すので、これ自体は妥当ではないのかなと考えておるところでございます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   負担は膨らんでるけれども、社会保障制度全体を維持してい

くためには、現行制度は一定妥当ではないかというお話であったかというふうに思

います。  

町長の認識は、それはそれでそういう認識だろうというふうに思いますが、今申

しましたような、例えば本町が独自に一定の基準を設けて、低所得者の救済対策と

して医療費の自己負担を補うような制度を実施したとしたら、これはこれで対象と

なる皆さんの暮らしの応援としては資する取り組みになると、こういうふうに私は

思います。するかせんかは別ですけども、そういう取り組みをしたとしたら、暮ら

しの応援策としては資する取り組みになると、こう思いますけれども、その辺の町

長の認識はどうでしょうか。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   芝議員のおっしゃってるようなことは、暮らしの応援に資す

る方策であるかとは思いますけども、国保料を負担している方々へしわ寄せが来る、

保険料の増加にもつながりますし、また、一般財源の投入とかいうようなお話もご

ざいますが、国保世帯というのは川西町の人口でも３割程度でございますので、一

般に税金を払われてる人からすると、社会保険等と合わせて二重負担という形にも

なりますので、私としては現状程度の施策で十分ではないかと考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   施策としては踏み切る意向はないということでありますが、

手だてとしてはあれば助かるということは、そういう認識であったかというふうに

思います。  

町長お述べのとおり、確かに加入世帯で言いますと、住民全体からいえばそうい

うことになろうかと思いますが、いずれにしましても、国民健康保険は後期高齢者

保険も含めまして国民皆保険の根幹をなす制度ですし、誰もが医療保険に必ず加入

する、こういう仕組みで、我が国の社会保障の一番の根幹をなす制度ということで

あります。  

ところが、社会保険、一般的に生産労働人口の皆さんが入っておられる保険の場

合は、若いですし、体も達者ですし、元気ですし、そんなにお医者さんにかかると

いうことも率として少ないですけども、国民健康保険の加入者の状況から言います
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と、勤めを終えた方が入ってこられますし、そういう点で収入が少なく、なおかつ

年もいってますから、それだけ体を使ってますと、やっぱりあちこち傷みも出てき

ますから、お医者さんにかかる機会も増えてくる、こういうことであります。町長

も御承知のとおり、大体所得２００万円ぐらいまでで加入者全体の８割ぐらいがお

さまっているという状況ですし、先ほど国保と後期高齢者医療保険でそれぞれ法定

減免を実施してるという、その割合の説明もありましたけれども、これを受けてお

られる方が、国保加入者全体の世帯でいえば、５２％、半分以上が法定減免、所得

が満たないので現在の減免制度に乗っかってるということです。後期高齢者で見ま

すと、これがさらに膨らんで、６５％というのが本町の実情のようでありますので、

そういう点でいえば、何がしかの手だてを打たんとこのまま続けていっても、これ

はこれで持続可能な制度をどう進めていくかという議論は横にありますが、制度と

しては安泰であると。住民の皆さんの置かれている所得分布の状況からして、手を

打たんでも安泰であるというふうには一概には言えないと思いますが、その辺はど

う見ておられますか。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   先ほどから申し上げておりますとおり、日本全体でも高齢者

が増え、生産年齢人口が減少している状況です。川西町をとりましても、日本全体

以上に、現在は生産年齢人口が減少しているような状況でございますので、国保制

度を維持するためにも、現状程度で対応するしかないのではないかと私は考えてお

りますし、経済的に厳しい方々に対しては、国保制度をいじるのではなくて、各種

社会保障制度やセーフティネットの制度の活用などといったことをしっかりと職員

が対応できるような体制を整えていくことで対応していきたいと考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   そういった国保制度をいらって対応するというよりは、セー

フティネットの活用というお話でありましたけれども、現状として、先ほど言いま

したように、所得分布で２００万円以下の世帯が８割という国保の現状ですし、法

定減免、所得の少ない人に対して実施されている減免制度に半分から７割近い人が

乗っかってるということですから、そういう現状に対して何がしかの手を打たんで

も安泰やと、そこはこのままでも安泰やという認識でしょうか。お答えいただけま

すか。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   安泰という言葉の意味がちょっとよくわかりませんけども、

現状以上に、例えば保険料を削減したり、また自己負担額を削減したりするような

ことがございますと、より以上に社会保障制度、国民健康保険制度自体の崩壊も早

くなると私は思っておりますので、やむを得ない措置なのかなと考えております。

制度を維持するためにはやむを得ないのかなと考えております。  

以上です。  
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議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   議論は平行線なんですけれども、どこに何をどう使うかとい

う財政の配分、これも町長とはこの間議論を重ねていますけれども、町長は、今、

医療の分野とは別に、予防の分野で財政出動して、そしてワクチン、予防接種、そ

ういうものをいわゆる国の定期接種以上に町の独自策として手を打つことによって

病気の予防をすることによって医療費の抑制という、そういう分野で財政出動が今

行われていますし、非常に共感できる点であります。  

同じように、医療の分野でも、これはなってみないことにはわかりませんけれど

も、財布が底をついてきて、非常に心細く、精神的にも不安定になってきますけれ

ども、心配で心配でしゃあない人は、病院へ行くのもぎりぎりまで我慢して、「も

うしんどうてどうもしゃあない。行かざるを得えへん」というぐらいになって行く

というのが、どうしても低所得者のとこでは集中して出てきてるというのが傾向で

すので、そうなりますと医療費もかさむということです。  

実際、これは全国の自治体をいろいろ研究してもらいますと出てくると思います

けれども、実際に医療費を抑制してるところは、何がしかの手を打って、やっぱり

受けやすくして、行きやすくして、結果、医療費全体が下がってるというデータも、

手を打っている自治体の様子からは出てきていますので、その辺を模索しながら、

何をどこでどう使うか、集めたお金の分配の方策を、ぜひ予防保健同様に医療の分

野でも手がけていっていただけたらと、そういうふうに思います。  

時間が参りましたので、またこの点では引き続き議論を進めたいと思いますが、

そういう方策について、町長の御所見を最後にお聞かせください。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   医療費にお金をかけたから病院に通う方が少なくなったとい

うようなお話もございましたけども、どっちが先かわかりませんが、私としまして

は、今後も予防分野に力点を置いていって、各自・各家庭の努力で医療にかからな

いような体制をしっかりと整えてまいりたいと。任意接種の補助もございますし、

健康増進に関しても力を入れてまいりたいと考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   これをもちまして、一般質問を終わります。  

これより議事に入ります。  

お諮りいたします。  

日程第５、認定第１号より、日程第１９、同意第４号までの各議案につきまして

は、既に招集通知とともに配付しております関係上、各位におかれましては熟読願

っておりますので、この際、議案の朗読を省略したいと思いますが、これに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、議案の朗読を省略します。  
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日程第５、認定第１号、平成２６年度川西町一般会計・特別会計決算についてを

議題といたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、今議会に上程いたしました議案等の提案要旨に つ

いて御説明いたします。  

まず、日程第５、認定第１号、平成２６年度川西町一般会計・特別会計決算につ

いてでございます。平成２６年度川西町歳入歳出決算書の１ページを御覧ください。  

平成２６年度一般会計決算につきましては、歳入決算額４２億９ ,９２２万３ ,３

９２円、歳出決算額４１億４ ,０７２万７７３円、歳入歳出差し引き額１億５ ,８５

０万２ ,６１９円となっており、これを翌年度へ繰り越し させていただきたいと思

います。  

２ページに移っていただきまして、この繰越額１億５ ,８５０万２ ,６１９円から

翌年度へ繰り越すべき財源として繰越明許費繰越額１ ,７３５万７ ,０００円を差し

引きいたしまして、実質収支額は１億４ ,１１４万５ ,６１９円となるものです。  

その他の特別会計を含めまして、詳細につきましては会計管理者から説明いたし

ます。  

議   長（寺澤秀和君）   松本会計管理者。  

会計管理者（松本雅司君）   それでは、引き続きまして、一般会計の歳入についてより

御説明いたします。  

３ページをお願いいたします。  

第１款町税、予算現額１１億４ ,９４０万７ ,０００円に対しまして、収入済額は

１１億４ ,０７６万５ ,６８５円でございます。  

第２款地方譲与税、予算現額２ ,４６７万４ ,０００円に対しまして、収入済額は

２ ,４６８万６ ,０００円でございます。  

第３款利子割交付金、予算現額、収入済額ともに同額の２９７ 万８ ,０００円で

ございます。  

第４款配当割交付金、予算現額、収入済額ともに同額の１ ,３１６万７ ,０００円

でございます。  

第５款株式等譲渡所得割交付金、予算現額、収入済額ともに同額の７１３万９ ,

０００円でございます。  

４ページに移っていただきまして、第６款地方消費税交付金、予算現額、収入済

額ともに同額の９ ,２４７万１ ,０００円でございます。  

第７款自動車取得税交付金、予算現額、収入済額ともに同額の３２４万９ ,００

０円でございます。  

第８款地方特例交付金、予算現額、収入済額ともに同額の ５８８万３ ,０００円

でございます。  

第９款地方交付税、予算現額１３億５ ,１９０万８ ,０００円に対しまして、収入
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済額は１４億２ ,６９０万８ ,０００円でございます。  

第１０款交通安全対策特別交付金、予算現額、収入済額ともに同額の ６７万１ ,

０００円でございます。  

第１１款分担金及び負担金、予算現額４ ,９７６万６ ,０００円に対しまして、収

入済額は４ ,６６８万７ ,８９０円でございます。  

第１２款使用料及び手数料、予算現額７ ,２９１万５ ,０００円に対しまして、収

入済額は７ ,１１３万４ ,６３４円でございます。  

第１３款国庫支出金、予算現額５億１ ,５１５万８ ,０００円に対しまして、収入

済額は４ ,５９７万２ ,０２６円で、なお、収入未済額４ ,２８６万１ ,０００円は、

翌年度への繰り越し事業分でございます。  

第１４款県支出金、予算現額１億９ ,１７４万２ ,０００円に対しまして、収入済

額は１億８ ,７８５万８ ,９９７円でございます。  

第１５款財産収入、予算現額５００万円に対しまして、収入済額は ５０２万８ ,

３６７円でございます。  

第１６款寄附金、予算現額１６万２ ,０００円に対して、収入済額は６万２ ,００

０円でございます。  

第１７款繰入金、予算現額、収入済額ともに同額の３ ,１４１万２ ,０００円でご

ざいます。  

６ページに移っていただきまして、第１８款繰越金、予算現額 １億８ ,８６６万

８ ,０００円に対しまして、収入済額は １億８ ,８６６万８ ,０７１円でございます。  

第１９款諸収入、予算現額４ ,５６１万８ ,０００円に対しまして、収入済額は４ ,

９４４万２ ,７２２円でございます。  

第２０款町債、予算現額５億４ ,８０１万９ ,０００円に対しまして、収入済額は

５億４ ,１２１万９ ,０００円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額４３億７ ,０００円に対しまして、調定額４４億８

万１ ,３３１円、収入済額は４２億９ ,９２２万３ ,３９２円で、不納欠損額は５３

９万９ ,７８６円、収入未済額は９ ,５４５万８ ,１５３円でございます。  

次に、歳出の各款について御説明いたします。７ページをお願いいたします。  

第１款議会費、予算現額９ ,２９６万１ ,０００円に対しまして、支出済額は９ ,

００５万４７２円でございます。  

第２款総務費、予算現額７億８ ,６６０万３ ,０００円に対しまして、支出済額は

７億１ ,９２３万６４円で翌年度繰越額は５ ,４１４万４ ,０００でございます。  

第３款民生費、予算現額１０億１ ,９５９万４ ,０００円に対しまして、支出済額

は１０億１１４万２ ,９８４円で、翌年度繰越額は７万４ ,０００円でございます。  

第４款衛生費、予算現額２億５ ,９８８万７ ,０００円に対しまして、支出済額は

２億５ ,５０７万９ ,４７０円でございます。  

８ページに移っていただきまして、第５款農商工業費、予算現額５ ,５６３万９ ,

０００円に対しまして、支出済額は５ ,３６４万８ ,６５８円でございます。  
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第６款土木費、予算現額３億９ ,０６６万４ ,０００円に対しまして、支出済額は

３億６ ,８８９万１ ,８２１円でございます。  

第７款消防費、予算現額１億９ ,５６３万円に対しまして、支出済額は１億９ ,２

０７万１ ,６０２円でございます。  

第８款教育費、予算現額１０億９ ,４９４万５ ,０００円に対しまして、支出済額

は１０億５ ,９５５万３ ,０４０円でございます。翌年度繰越額は６００万円でござ

います。  

第９款公債費、予算現額３億７ ,７１８万８ ,０００円に対しまして、支出済額は

３億７ ,７１５万７ ,０８１円でございます。  

第１０款諸支出金、予算現額２ ,３８９万６ ,０００円に対しまして、支出済額は

２ ,３８９万５ ,５８１円でございます。  

第１１款予備費、予算現額３００万円に対して、支出はございませんでした。  

以上、歳出合計額は、予算現額 ４３億７ ,０００円に対しまして、支出済額は ４

１億４ ,０７２万７７３円であります。歳入歳出差し引き残額１億５ ,８５０万２ ,

６１９円を平成２７年度へ繰り越しいたました。  

次に、財産に関する調書でございます。１１３ページをお願いいたします。  

なお、ここでは、決算年度中に主な増減のみを報告させていただきます。  

まず、１ .公有財産でございます。 (１ )土地及び建物につきましては、小学校の

木造附属建物７１平米の取り壊しによる減、また、非木造で体育館の建てかえによ

りまして９１２平米の増となっております。  

ページをめくっていただきまして、 (２ )有価証券及び（３）出資による権利につ

きましては、増減はございませんでした。  

２ .物品でございますが、普通自動車の買いかえと消防自動車を１台購入いたし

ました。  

ページをめくっていただきまして、 ３ .基金につきましては、取り崩しに関しま

して、財政調整基金で１ ,６１９万１ ,３１８円、自治振興基金で９２５万３ ,００

０円、川西町立学校施設整備基金で６００万円の取り崩しをいたしました。また、

積立につきましては、減債基金に２億７６１万８ ,０００円、介護給付準備基金に

１０万７３１円、川西町ふるさと応援基金に６万２ ,０００円の積み立てをいたし

ました。また、各基金の利息でございますが、合計といたしまして４９２ 万１ ,２

２７円がございました。  

以上で一般会計の説明を終わります。  

続きまして、国民健康保険特別会計の決算について御説明をいたします。  

１１８ページをお願いします。  

国保会計の歳入総額は１０億８ ,６０２万５ ,７３７円、歳出総額は１０億８ ,５

０７万９ ,２８６円で、歳入歳出差し引き額は９４万６ ,４５１円が実質収支額でご

ざいます。  

次に、歳入の各款について御説明いたします。１１９ページをお願いします。  
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第１款国民健康保険税、予算現額１億９ ,６５１万１ ,０００円に対しまして、収

入済額は１億９ ,６６４万７５５円でございます。  

第２款使用料及び手数料、予算現額 ４万円に対しまして、収入済額は４万４ ,４

５０円でございます。  

第３款国庫支出金、予算現額２億３ ,９４８万４ ,０００円に対しまして、収入済

額は２億３ ,９４７万９ ,９７６円でございます。  

第４款療養給付費等交付金、予算現額８ ,１７１万９ ,０００円に対しまして、収

入済額は８ ,１７１万４ ,０００円でございます。  

第５款前期高齢者交付金、予算現額２億７ ,２３９万７ ,０００円に対しまして、

収入済額は２億７ ,２３９万７ ,２５９円でございます。  

第６款県支出金、予算現額５ ,８７７万２ ,０００円に対しまして、収入済額は５ ,

８７７万２ ,３１５円でございます。  

１２０ページに移っていただきまして、第７款共同事業交付金、予算現額１億 ３ ,

２７３万円に対しまして、収入済額は１億３ ,２７３万５５２円でございます。  

第８款財産収入、予算現額２０万２ ,０００円に対しまして、収入済額は２ ０万

２ ,５１７円でございます。  

第９款繰入金、予算現額９ ,８１５万６ ,０００円に対しまして、収入済額は８ ,

３０８万５ ,４５３円でございます。  

第１０款の繰越金、予算現額１ ,９０６万７ ,０００円に対しまして、収入済額は

１ ,９０６万７ ,６０９円でございます。  

第１１款諸収入、予算現額１４２万１ ,０００円に対しまして、収入済額は １８

９万８５１円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額１ １億４９万９ ,０００円に対しまして、調定額１

１億４ ,４９０万２ ,９５６円、収入済額は１０億８ ,６０２万５ ,７３７円で、不納

欠損額７１０万５ ,１００円、収入未済額は５ ,１７７万２ ,１１９円でございます。  

次に、歳出の各款について御説明をいたします。１２１ページをお願いします。  

第１款総務費、予算現額２ ,５０９万９ ,０００円に対しまして、支出済額は２ ,

４０８万２ ,９８４円でございます。  

第２款保険給付費、予算現額７億４ ,４３８万６ ,０００円に対しまして、支出済

額は７億３２９万８２５円でございます。  

第３款後期高齢者支援金等、予算現額１億３ ,７７８万４ ,０００円に対しまして、

支出済額は１億３ ,７７８万３ ,００５円でございます。  

第４款前期高齢者納付金等、予算現額１１万１ ,０００円に対しまして、支出済

額は１０万９ ,７３２円でございます。  

次のページに移っていただきまして、第５款老人保健拠出金、予算現額 ５ ,００

０円に対しまして、支出済額は４ ,７７５円でございます。  

第６款介護納付金、予算現額５ ,７１６万円に対しまして、支出済額は５ ,７１６

万６ ,０４９円であります。  
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７款共同事業拠出金、予算現額１億３ ,６５３万６ ,０００円に対しまして、支出

済額は１億３ ,６５３万３４４円でございます。  

第８款保健事業費、予算現額１ ,３５６万７ ,０００円に対しまして、支出済額は

１ ,３１８万１ ,５４３円でございます。  

第９款基金積立金、予算現額２ ０万３ ,０００円に対しまして、支出済額は２ ０

万２ ,５１７円でございます。  

第１０款の諸支出金は、予算現額１ ,３０２万２ ,０００円に対しまして、支出済

額は１ ,２７２万７ ,５１２円でございます。  

第１１款予備費、予算現額１ ,２６１万９ ,０００円に対しまして、支出はござい

ませんでした。  

以上、歳出合計は、予算現額１ １億４９万９ ,０００円に対しまして、支出済額

は１０億８ ,５０７万９ ,２８６円であります。歳入歳出差し引き残額９４万６ ,４

５１円を平成２７年度へ繰り越しました。  

以上が国民健康保険特別会計でございます。  

続きまして、後期高齢者医療特別会計の決算でございます。  

１４９ページをお願いいたします。  

歳入総額は１億６１８万９ ,４０９円、歳出総額１億５９７万８ ,００９円で、歳

入歳出差し引き額２１万１ ,４００円が実質収支額であります。  

次に、歳入の各款について御説明いたします。１５０ページからであります。  

第１款後期高齢者医療保険料、予算現額７ ,４３９万５ ,０００円に対しまして、

収入済額は７ ,４８４万７ ,９５０円でございます。  

第２款使用料及び手数料、予算現額１万２ ,０００円に対しまして、収入済額は

１ ,８５０円でございます。  

第３款繰入金、予算現額３ ,０８０万４ ,０００円に対しまして、収入済額は２ ,

９９４万１ ,０２７円でございます。  

第４款の繰越金は、予算現額、収入済額ともにございませんでした。  

第５款諸収入、予算現額１９１万８ ,０００円に対しまして、収入済額は１ ３９

万８ ,５８２円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額１億７１２万９ ,０００円に対しまして、調定額１

億７０４万８ ,９０９円、収入済額は１億６１８万９ ,４０９円で、収入未済額は８

５万９ ,５００円でございます。  

次に、歳出でございます。１５１ページをお願いいたします。  

第１款総務費、予算現額５４６万４ ,０００円に対しまして、支出済額は５２６

万４ ,７７０円でございます。  

第２款後期高齢者医療広域連合納付金、予算現額９ ,９７７万５ ,０００円に対し

まして、支出済額は９ ,９３９万１ ,８６８円でございます。  

第３款保健事業費、予算現額１７０万１ ,０００円に対しまして、支出済額は１

１９万５ ,８７１円でございます。  
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第４款諸支出金は、予算現額１７万６ ,０００円に対しまして、支出済額は １２

万５００円でございます。  

第５款予備費、予算現額１万３ ,０００円に対しまして、支出はございませんで

した。  

以上、歳出合計、予算現額１億 ７１２万９ ,０００円に対しまして、支出済額は

１億５９７万８ ,９００円、歳入歳出差し引き残額２１万１ ,４００円を平成２７年

度へ繰り越しいたしました。  

以上が後期高齢者医療特別会計でございます。  

次に、介護保険事業勘定特別会計の決算についてでございます。  

１６１ページをお願いいたします。  

歳入総額は７億６３８万７ ,９５９円、歳出総額は６億９ ,７７５万５ ,５４８円

で、歳入歳出差し引き額は８６３万２ ,４１１円となります。翌年度へ繰り越すべ

き財源として、繰越明許費繰越額が２０７万４ ,０００円のため、実質収支は６５

５万８ ,４１１円でございます。なお、４ ８０万２９６円を、地方自治法第２３３

条の２の規定に基づき、基金に繰り越しをさせていただきました。  

次に、歳入の各款についての御説明をいたします。１６２ページをお願いします。  

第１款保険料、予算現額１億４ ,６４２万１ ,０００円に対しまして、収入済額は

１億４ ,５９８万５ ,７００円でございます。  

第２款分担金及び負担金、予算現額１ ,０００円に対しまして、収入はございま

せんでした。  

第３款使用料及び手数料、予算現額５ ,０００円に対しまして、収入済額は９ ,４

５０円でございます。  

第４款国庫支出金、予算現額１億５ ,８２３万４ ,０００円に対しまして、収入済

額は１億４ ,９３１万８ ,５９４円でございます。  

第５款支払基金交付金、予算現額１億９ ,２８２万３ ,０００円に対しまして、収

入済額は１億９ ,２８４万２８２円でございます。  

第６款県支出金、予算現額１億９４万円に対しまして、収入済額は１億８０万７ ,

６５８円でございます。  

次のページに移っていただきまして、第７款財産収入、予算現額１５万１ ,００

０円に対しまして、収入済額は１５万１ ,９１９円でございます。  

第８款繰入金、予算現額１億２ ,２００万９ ,０００円に対しまして、収入済額は

１億１ ,６１９万１ ,９０４円でございます。  

第９款繰越金、予算現額９８万１ ,０００円に対しまして、収入済額は９８万１ ,

２０２円でございます。  

第１０款諸収入、予算現額４ ,０００円に対しまして、収入済額は１０万１ ,２５

０円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額７億２ ,１５６万９ ,０００円に対しまして、調定額

７億７８９万５ ,１５９円、収入済額７億６３８万７ ,９５９円で、不能欠損額２９
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万２ ,２００円、収入未済額は１２１万５ ,０００円でございます。  

次に、歳出の各款について御説明申し上げます。１６４ページをお願いします。  

第１款総務費、予算現額３ ,４５２万３ ,０００円に対しまして、支出済額は３ ,

０４４万１ ,９９３円でございます。  

第２款保険給付費、予算現額６億４ ,８１９万４ ,０００円に対しまして、支出済

額は６億４ ,５９５万５ ,６２７円でございます。  

第３款地域支援事業費、予算現額２ ,１８６万６ ,０００円に対しまして、支出済

額は２ ,０００万１ ,００８円でございます。  

次のページに移っていただきまして、第４款基金積立金、予算現額 １ ,５６４万

１ ,０００円に対しまして、支出済額は１５万１ ,９１９円でございます。  

第５款諸支出金、予算現額１２４万６ ,０００円に対しまして、支出済額は １２

０万５ ,００１円でございます。  

第６款予備費、予算現額９万９ ,０００円に対しまして、支出はございませんで

した。  

以上、歳出合計は、予算現額７億２ ,１５６万９ ,０００円に対しまして、支出済

額は６億９ ,７７５万５ ,５４８円であります。歳入歳出差し引き残額８６３万２ ,

４１１円のうち基金に積み立てた残額 ３８３万２ ,１１５円を平成２７年度へ繰り

越しいたました。  

以上が介護保険事業勘定特別会計でございます。  

続きまして、介護保険介護サービス事業勘定特別会計の決算について説明いたし

ます。  

１８８ページをお願いします。  

介護保険介護サービス事業勘定特別会計の 歳入総額は１億６３７万に５ ,４２７

円、歳出総額は１億５４５万３ ,３１２円で、歳入歳出差し引き額９２万２ ,１１９

円が実質収支額でございます。  

次に、歳入の各款についてでございます。１８９ページをお願いします。  

第１款サービス収入、予算現額１億 ６６７万６ ,０００円に対しまして、収入済

額は１億５７６万３ ,１０６円でございます。  

第２款諸収入、予算現額２万円に対しまして、収入済額は１９４円でございます。  

第３款繰越金、予算現額６１万３ ,０００円に対しまして、収入済額は６１万２ ,

１２７円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額１億７３０万９ ,０００円に対しまして、調定額１

億６３７万５ ,４２７円、収入済額は１億６３７万５ ,４２７円、収入未済額はござ

いません。  

次に、歳出の各款でございます。１９０ページでございます。  

第１款総務費、予算現額２ ,２７７万３ ,０００円に対しまして、支出済額は２ ,

２１５万５ ,６５９円でございます。  

第２款サービス事業費、予算現額８ ,４０７万９ ,０００円に対しまして、支出済



 

 

- 29 - 

額は８ ,３２９万７ ,４５９円でございます。  

第３款基金積立金、予算現額１５万７ ,０００円に対しまして、支出済額は１９

４円でございます。  

第４款予備費、予算現額３０万円に対しまして、支出はございませんでした。  

以上、歳出合計、予算現額１億 ７３０万９ ,０００円に対しまして、支出済額は

１億５４５万３ ,３１２円でございます。歳入歳出差し引き残額９２万２ ,１１５円

を平成２７年度へ繰り越しいたました。  

以上が介護保険介護サービス事業勘定特別会計でございます。  

続きまして、住宅新築資金等貸付事業特別会計の決算でございます。  

１９８ページをお願いいたします。  

歳入総額１ ,４５５万３ ,５５０円、歳出総額３ ,１８５万４ ,１８２円、歳入歳出

差し引き額で歳入不足額１ ,７３０万６３２円が実質収支額でございます。  

次に、歳入の各款についてでございます。１９９ページをお願いいたします。  

第１款繰入金、予算現額、収入済額ともに同額の１２３万３ ,０００円でござい

ます。  

第２款の繰越金、予算現額、収入済額ともにございませんでした。  

第３款諸収入、予算現額２ ,５０７万２ ,０００円に対しまして、収入済額は７６

２万５５０円でございます。  

第４款県支出金、予算現額２７万４ ,０００円に対しまして、収入済額は３０万

円でございます。  

第５款町債、予算現額５３０万円に対しまして、収入済額は５４０万円でござい

ます。  

以上、歳入合計は、予算現額３ ,１８７万９ ,０００円に対しまして、調定額１億

２ ,１２９万７ ,５１０円、収入済額は１ ,４５５万３ ,５５０円で、収入未済額は１

億６７４万３ ,９６０円でございます。  

次に、歳出でございます。２００ページをお願いします。  

第１款土木費、予算現額、支出済額ともに１２３万３ ,０００円でございます。  

第２款公債費、予算現額１ ,２９０万４ ,０００円に対しまして、支出済額は１ ,

２８７万９ ,２３８円でございます。  

第３款前年度繰上充用金、予算現額１ ,７７４万２ ,０００円に対しまして、支出

済額は１ ,７７４万１ ,９９４円でございます。  

以上、歳出合計は、予算現額３ ,１８７万９ ,０００円に対しまして、支出済額は

３ ,１８５万４ ,１８２円でございます。歳入歳出差し引き歳入不足額１ ,７３０万

６３２円は、地方自治法施行令の規定に基づき、翌年度歳入金の 繰り上げ充用によ

り全額補塡をいたしております。  

以上が住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の説明でございます。  

続きまして、公共下水道事業特別会計の決算でございます。  

２０６ページをお願いいたします。  
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歳入総額は３億２ ,４９５万１ ,４３６円、歳出総額は３億２ ,４８５万１ ,４３６

円で、歳入歳出差し引き額は１０万円でございます。なお、翌年度へ繰り越すべき

財源といたしましての繰越明許費繰越額が１０万円のため、実質収支は０円でござ

います。  

次に、２０７ページの歳入の各款についてでございます。  

第１款使用料及び手数料、予算現額 １億２１５万７ ,０００円に対しまして、収

入済額は１億３３０万４ ,０４０円でございます。  

第２款国庫支出金、予算現額、収入済額ともに同額の５００万円でございます。  

第３款繰入金、予算現額１億５ ,１８１万６ ,０００円に対しまして、収入済額は

１億４ ,８７１万３９６円でございます。  

第４款諸収入、予算現額１０万５ ,０００円に対しまして、収入済額は１３万７ ,

０００円でございます。  

第５款町債、予算現額６ ,８３０万円に対しまして、収入済額は６ ,７７０万円で

ございます。  

第６款繰越金、予算現額、収入済額ともに同額の１０万円でございます。  

以上、歳入合計は、予算現額３億２ ,７４７万８ ,０００円に対しまして、調定額

３億３ ,１３０万３ ,６９６円、収入済額３億２ ,４９５万１ ,４３６円で、不能欠損

額１８万４ ,２３０円、収入未済額は６１６万８ ,０３０円でございます。  

次に、歳出の各款でございます。２０８ページをお願いいたします。  

第１款公共下水道事業費、予算現額１億２ ,１３１万９ ,０００円に対しまして、

支出済額は１億１ ,９９３万２ ,３０６円で、翌年度繰越額は３０万円でございます。  

第２款公債費、予算現額２億５８５万９ ,０００円に対しまして、支出済額は２

億４９１万９ ,１３０円でございます。  

第３款の予備費、予算現額３０万円に対しまして、支出はございませんでした。  

以上、歳出合計は、予算現額３億２ ,７４７万８ ,０００円に対しまして、支出済

額は３億２ ,４８５万１ ,４３６円でございます。歳入歳出差し引き残額１０万円を

平成２７年度へ繰り越しいたしました。  

以上、簡単ではございますが、平成２６年度川西町一般会計並びに特別会計の決

算について説明を申し上げました。細部につきましては、各会計の事項別明細書に

よりまして御審議の上、認定賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わらせ

ていただきます。  

議   長（寺澤秀和君）   説明が終わりました。  

この決算書案につきまして、過日会計監査が行われましたので、木村監査委員の

報告を求めます。  

木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２６年度一般会計及び特別会計の決算監査の結果を御報

告申し上げます。  

去る７月２９日に、中嶋監査委員とともに、地方自治法第２３３条第２項の規定
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により、平成２６年度川西町一般会計及び特別会計の歳入歳出決算につきまして、

会計管理者に必要な調書の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説

明を受け、厳正なる審査を実施いたしました結果、各会計の予算の執行状況並びに

現金の出納・保管、資金の運用などにつきましては、地方自治法並びに関係法令に

抵触するところもなく、適正に行われているものと認めましたので、御報告申し上

げます。  

議   長（寺澤秀和君）   監査報告が終わりましたので、ただいまより総括質疑に入り

ます。  

総括質疑通告により、１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番，芝和也です。それでは、一般会計と特別会計の決算

ですが、一般会計では福祉部局に関することで若干、それと、特別会計の国保につ

いてお伺いをいたします。  

まず、一般会計ですけれども、福祉医療で積年実施されています子どもの医療費

の助成制度ですが、実績からして、入院医療費の補助制度の状況からしますと、ほ

とんど入院する年齢ではありませんので、せっかくの施策がなかなかいきに働いて

ないという状況になっています。この間、議論を重ねている問題ですけれども、制

度として通院も含めた制度へ拡充をしていくべきではないか。その辺、この実績か

ら見て、教訓とするべきと存じますが、その辺についてお伺いをいたします。  

それから、同じく子どもの医療費ですが、現在奈良県では、一旦窓口で立て替え

払いという形になってきております。町長御自身も、この問題は不思議な問題とい

う認識はお持ちでありますし、県下統一してどうしていくのかということが今求め

られていますので、その辺、現物給付化に向けての意向を教訓化すべきだと思いま

すが、町長自身、そういう現物給付化をしたらええという意向はお持ちですので、

その辺、今後の取り組みについての進捗と方途についてお伺いをいたします。  

それから、放課後児童対策、学童保育所ですけれども、これも実績からしますと、

需要がどんどん増大してきているという状況ですので、その辺、学童保育の増員・

増設に向けた方途をどのようにお考えか、お伺いをいたします。  

それから、清掃総務費で、ごみの減量化に向けての取り組みですけれども、資源

化によりまして、本町の実績値でいえば、家庭からの焼却ごみが大体平均で５００

トンぐらい減少してきているというのが実績状況のようでありますので、そういう

意味では資源化の影響は大きなものがあるというふうに思っております。今後に向

けてごみをいかに減らしていくかということでの取り組みでありますので、現在焼

却ごみとして出されています紙類の回収ですけれども、自治会や子ども会など、廃

品回収の資源化団体に対する助成という形では取り組みがありますが、これを町自

身が回収するメニューの中に乗せていって、一層のごみ減量に向けた取り組みとし

て進めていくという、その辺全般的な考え方、方途についてお伺いしたいと存じま

す。  

以上が一般会計です。  
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国保会計についてであります。これは先ほどの一般質問とも若干かぶりますが、

保険料の負担軽減にどう取り組むかという問題であります。  

いずれにしましても、国保会計は資金の収支が、過去の繰越額がどんどん減って

きて、実質の単年度は赤字が続いてきてるという状況にあるわけですので、それを

どう埋めていくかという話になってくると思います。それを、赤字になってる分、

一般財源を使うのか、保険税として賦課していくのかというどっちかしか収入はあ

りませんけれども、その辺の考え方として、一般財源の投入は、これまでその考え

はないということでありましたけれども、先を見きわめるとして、その辺、一般財

源投入に関して改めて町長の所見をお伺いしておきます。  

以上です。よろしくお願いします。  

議   長（寺澤秀和君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   まず、私のほうから回答させていただきます。  

１つ目の一般会計決算の中の福祉医療費の子ども医療費助成について。  

平成２６年度から小学生・中学生の入院も県の補助制度に加えられました。従前

より川西町では、所得制限を解除して、県の補助制度に上乗せして町単独事業で実

施していると。平成２６年度の町単独分は１２０件で、金額にして３７万５ ,１７

０円ということになっております。  

議員お述べの小学生・中学生の通院まで拡充するとなりますと、試算では約１ ,

０００万円ほどの一般財源が必要となります。現在、先ほど町長が国保税のところ

で答弁しましたように、インフルエンザワクチンなど任意の予防接種助成に力点を

置いておりますので、子ども医療費助成事業のさらなる拡大は、今のところ考えて

おりません。  

また、子ども医療費の窓口負担をなくす現物給付につきましては、受診したとき

に一部負担金を支払わなければならないという、いわゆる窓口払いの原則が国民健

康保険法で規定されております。従前から申し上げてきましたとおり、福祉医療制

度に基づきます助成金を市町村が受診者にかわって医療機関に支払う現物給付方式

をとった場合、国民健康保険の療養給付費国庫負担金の減額措置を受けることにな

りますので、これも現在実施しておりません。  

現在、全国知事会では、少子化及び子育て世帯の負担の軽減を図る観点から、こ

れらの拡充策を国の制度として実施するよう、厚生労働省に対し協議希望事項とし

て取り上げられております。療養給付費国庫負担金の減額措置を廃止するよう要望

されているところです。  

本町といたしましても、国の制度として実施し、国民健康保険療養給付費の減額

措置を廃止するよう、市町村会等を通じて要望したいと考えております。また、国

におきましても、子ども医療費制度のあり方に関する検討会が本年９月２日に開催

されまして、子ども医療の自己負担のあり方や国保の国庫負担のあり方について検

討されております。  

次に、放課後児童対策について。  
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平成２６年度まで学童保育所の対象は小学校３年生まででありましたが、平成２

７年度の子ども・子育て新制度の開始により、小学校６年生まで対象となりました。

そのため、現在の定員７０名では、申し込み者が定員をオーバーしているのが現状

です。平成２７年７月１日時点で４年生以上の入所希望者を１８名断っているのが

現状です。その問題を解消するために、定員の増員の検討をしております。検討内

容は、現在の定員７０名を８６名に増員するというもので、増員に伴い 、指導員を

１名増員するというものであります。  

学童保育所の増設につきましては、現段階では、すぐに施設を増設するよりは、

子どもセンター等の施設の活用など、川西町に合った子育て環境の整備に努めてま

いりたいと考えております。  

次に、清掃費につきまして。  

平成２１年度から開始しました資源ごみの分別収集ですが、住民の皆様の環境意

識のおかげで、分別意識も定着し、また、ごみの減量化の意識も定着してきました。

おかげで家庭系の燃やすごみにつきましては、分別収集開始時に約２ ,２１４トン

であったものが、年々効果があらわれ、平成２ ６年度実績で１ ,７２３トンと、約

４９１トンの減少となっております。これは、現在の処理単価で換算いたしますと、

年間約８３５万円の減額効果となります。  

今回、議員御質問の紙類の資源化ですが、確かに実現すればより減量化になると

思います。しかし、ごみ処理を委託している天理市クリーンセンターにおいては、

紙類を資源として受け入れる状態ではないこともあり、実現できる状態ではないの

が現状です。紙類でもより重量のある雑誌や新聞紙、段ボールにつきましては、各

自治会や資源回収団体による回収をしていただいているところでもあり、町で回収

するよりも、そちらによる回収についてもっと活用いただくほうが、各団体の活動

資金等にもなると考えますので、有効かと考えております。  

町といたしまして、資源回収団体に対しましては、申請により、１キログラム当

たり５円の助成を行っており、また、年度内に５回を超えて資源回収活動を行うと、

６回目以降、１回につき１ ,５００円の助成も行っています。広報等にもっと力を

入れ、ぜひこの制度を利用していただき、燃やすごみの減量化に御協力をいただき

たいと思っております。  

次に、国保会計につきまして、保険税の負担軽減策の一環として一般財源投入に

ついて。  

この問題につきましては、厚生委員会で議員といろいろと議論しているところで

はございますが、以前から申し上げますとおり、住民の健康の保持及び町全体の医

療費の抑制という最終目的は同じと考えております。国保の保健事業は、国民健康

保険加入者に対し実施しております。今までどおり国の繰り出し基準に基づき、今

後も行うべきであると考えております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  
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11番議員（芝  和也君）   それでは、順次重ねてお伺いをいたします。  

まず、子どもの医療費の通院の問題であります。経費的には結構かかるというこ

とでありました。ただ、状況として、県内自治体でももう手がけているところが大

分増えてきています。町長も人口増等のことから企業誘致や新たな転入者を迎えて

いってという方向で、本町の人口の維持に努力されていますし、そういう点で言い

ますと、子育て世代を中心に、先ほどの話ではありませんけど、労働人口を中心と

する皆さんに来てもらうのが一番いいわけですし、その辺、一定の付加価値が必要

になってくるのではないかというふうにも思っているところであります。  

その辺、他町村との整合性も必要になりますけれども、施策としては一定必要で

はないかと。入院もそれはそれでいいんですけれども、実情からすると、実際に入

院する世代ということでいいますと、そんなにしょっちゅう入院するということで

もありませんので、そういう点では、気は心ではありませんけれども、そういった

新たな方向に目を向ければというふうに思いますが、その辺、いかがお考えであり

ましょうか。  

現物給付も重なりますけれども、町長御自身は、いろいろな地域にこれまで居住

されて、そこで子育てされてくる中から、奈良県に来たときに、何でと感じたとい

うふうに以前お述べでありましたので、近畿では奈良県だけがこの状況になってい

ます。何でかといいますと、今、部長がお述べのとおりであります。国の考え方が

そういうことでありますので、独自に自治体レベルで―県ぐるみということにな

りますけれども、独自にやってるから、それができると、こういうことになってく

るかと思います。そこら辺、よっぽど強力に―国に対しては全国知事会からも働

きかけていますが、県内で独自に首長さんは結構この点でも一定の見識を重ねられ

てきているところですので、町長も首長選挙なんかを通じて結構広範に出向いてお

られることでもありますし、市町村会一丸となって、首長同士の中で対住民施策と

してやっていこうかというふうなことで積極的に口火を切っていただくことが、よ

り早い道ではないかというふうに思いますので、その辺、町長御自身はどうお考え

か、お示しいただきたいと思います。  

それから、放課後児童対策、学童保育ですけれども、２７年度から制度が変わり

ましたので、部長の説明のとおりであります。キャパがもう限られてますのでね。

それは新たな増設となりますと、また経費も相当かさむと思いますが、子どもセン

ターなんかも活用していくということでしたし、そういう点で 言えば、子どもセン

ターにおける学童保育的機能ですね、現状の子どもセンターだけの活用ではなくて、

あそこで学童保育としての機能を備えていけば、器としてはそれであるわけですの

で、今の状況からすると、需要が増えてる間は放置できないと思いますので、そう

いう方向で対応策を思念せんなんというふうに考えますが、その辺、教訓をどう酌

まれるか、御所見をお伺いしたいと存じます。  

ごみの減量化についてであります。  

天理市のシステムとしては、今そうなってませんので、うちが独自に紙類を回収
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するとなりますと、紙類を集めてわざわざ回収業者さんに持っていかんなんという

業務が起こることになります。その辺の業務的な問題もありますが、目的はやっぱ

りごみの減量化ということになってきますので、そのために現在も自治会や子ども

会など、廃品回収の資源回収団体としても大いに活動いただきまして、それに対す

る助成も打っているわけですし、自治体の取り組みとしては、廃棄するごみをいか

に減らしていくか、資源化に回すかというのは、マイナス要因になるものではない

と考えるところであります。ただ、今後ごみ焼却場が新設されていきますので、そ

こで年間一定の原料と言うたらおかしいですけども、燃やすごみの量が必要になっ

てくるということで、本町を含めた既存の山辺以外にも話を広げていって、一部事

務組合ということで焼却場構想もあるようですから、そこのバランスは必要やとは

思いますが、自治体の取り組みとしては、ごみ減量化ということが目的であります

ので、その目的達成のための方策ということでは、一定これから考えていくべきも

のではないかと思いますが、いかがお考えでありましょうか。お聞かせいただきた

いと思います。  

それから、国保の特別会計についてでありますが、予防に力を入れていくという

ことで、そちらで一般財源は使っているということでありますし、これまでのとこ

ろも、保険税に対して一般財源の投入の考えはないということでもありました。  

ただ、加入者の皆さんの状況からしますと、先ほども言いましたように、所得分

布で言いますと、所得２００万円以下が８割ぐらいに集約されることになりますし、

現在実施されている法定減免でも、５割から７割近い皆さんがそういう法定減免を

受けておられるということですので、税を賦課はできますけれども、負担能力、支

払い能力からいくと、もう超えていくだけになってくるというふうに思います。国

保は県一本化になっていきますから、「川西町でこんだけ集めてね」と言われて、

「それをどう集めるの」という話で、これからは保険料も工面していかんなんよう

な事態にもなりますので、そういう点で言いますと、加入者の保険税負担能力も加

味すれば、全体のバランスとしては一般財源ということも視野に入れていく時期が

近づいているのではないかと思いますが、その辺、いま一度、全体の考え方として

どう工面していくのか、お聞かせいただければと存じます。  

以上であります。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   まず、子ども医療費の助成に関してなんですけども、議員が

お述べのとおり、県内の各自治体でも取り組んでいるところが増えてきているとい

うお話ではございますが、各自治体が同じような取り組みをする必要もないのでは

ないかと考えております。  

川西町では、まずは病気にかからないように予防に力点を置きたいということは、

先ほども述べたとおりでございますが、昨年度はインフルエンザの予防接種の補助、

今年度につきましては、乳幼児に対してのＢ型肝炎、おたふくかぜ、ロタウイルス

というような形で、ほかの市町村では取り組んでいない予防接種の補助に取り組ん
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でいる状況でございますので、まずは現時点では、先ほどから申し上げているとお

り、病気にかからないように、予防に力点を置いていきたいと考えておるところで

ございます。  

次に、現物給付化に向けた取り組みでございますが、先ほど部長からも答弁がご

ざいましたとおり、今後、市町村会等を通じて要望してまいりたいと考えておりま

す。  

次に、学童保育に関しまして、現在、定員オーバーする分については、子どもセ

ンター等の施設の活用などをお願いしているところでございまして、議員がお述べ

のとおり、子どもセンターに学童保育的機能もつけてはどうかというようなお話で

ございますが、まずは住民、保護者の方に、そういう機能が必要なのかどうか、ニ

ーズを確認する等、研究をしてまいりたいと考えております。  

次に、紙類のごみの資源化についてでございますが、ごみの減量化が目的という

のは、そのとおりなんでございますが、紙類の回収を町自身でやることについてな

んですが、現在、各自治会、子ども会で紙類、新聞・雑誌等の回収を行っていただ

いておりまして、これが各団体の重要な活動資金になっていると思って おります。

町自身がやることで、その活動資金を奪うことにもなってまいりますので、まずは

自治連合会等に御意見を聞くということを進めたいと思っております。  

最後に、国保会計についてでございますが、従前からお話ししているとおり、一

般財源の投入については、国保に加入していない方々にとっては、いわゆる保険の

二重払いみたいな形になりますので、現時点では考えていないということでござい

ます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   これをもちまして、総括質疑を終結いたします。  

お諮りいたします。  

質疑が終わりましたので、討論を省略し、各関係委員会に付託することに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、厚生、総務建設経

済の各常任委員会に付託します。  

日程第６、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業会計決算についてを議題と

します。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、日程第６、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業

会計決算についてでございます。水道部長から説明いたします。  

議   長（寺澤秀和君）   福本水道部長。  

水道部長（福本哲也君）   それでは、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業会計決

算について御説明申し上げます。  
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決算書の１１ページをお開きください。営業面の会計であります収益的収入及び

支出の状況でございます。  

収入としましては、第１款水道事業収益の予算額合計２億５ ,１１７万６ ,０００

円に対し、決算額は２億４ ,７２２万５ ,０００円の収入でございます。次に、支出

といたしましては、第１款水道事業費用の予算額合計２億５ ,４４２万８ ,０００円

に対し、決算額は２億４ ,００３万１ ,０００円の支出でございます。  

次に、１３ページをお開きください。収支の状況について、損益計算書として消

費税抜きのものを記載しております。  

１ .営業収益２億５８９万５ ,０００円に対し、２ .営業費用１億８ ,５９７万５ ,

０００円で、差し引き営業利益は１ ,９９１万９ ,０００円の黒字となりました。３ .

営業外収益２ ,００１万７ ,０００円に対し、４ .営業外費用１ ,３８８万４ ,０００

円で、差し引き６１３万２ ,０００円の黒字となり、営業収支、営業外収支を合わ

せました経常収支については、２ ,６０５万２ ,０００円の利益となりました。また、

５ .特別利益 (３ )その他特別利益として５５６万２ ,０００円、６ .特別損失（２）

その他特別損失として２ ,６４１万５ ,０００円を計上したため、当年度純利益は５

１９万９ ,０００円となりました。  

次に、４ページをお開きください。収益的収支に係る業務実績につきまして、前

年度と比較して表示しております。  

（１）業務量につきましては、給水人口は前年度とほぼ変わりのない８ ,８０３

人でございますが、料金の対象となる年間総有収水量が、平成２５年度の９５万立

米から平成２６年度９１万４ ,０００立米と、３万６ ,０００立米の減となりました。  

（２）営業収入に関する事項については、区分営業収益の給水収益が 有収水量の

減少のため７３３万７ ,０００円の減、その他の営業収益は、工事加入分担金を平

成２６年度より資本的収入から振り替えしたため、１ ,５８１万６ ,０００円の増と

なりました。また、公営企業会計制度の改正に伴い、区分営業外収益の長期前受金

戻入として１ ,３９６万３ ,０００円の増、区分特別利益は、修繕引当金の取り崩し

により５５６万２ ,０００円の増加となりました。総収入額として２ ,７６９万９ ,

０００円増の２億３ ,１４７万円４ ,０００円となりました。  

次に、事業費に関する事項として、平成２６年度と平成２５年度を比較しており

ます。区分営業費用の原水及び浄水費７ ,６９６万４ ,０００円は、平成２５年度と

比較して４７１万２ ,０００円の減少となり、配水及び給水費は３ ,１９２万１ ,０

００円で、２９３万４ ,０００円の増となりました。また、受託工事費６１万６ ,０

００円は２４万８ ,０００円増で、総係費３ ,０１１万９ ,０００円は１ ,２６７万５ ,

０００円の減となり、減価償却費４ ,６３５万２ ,０００円は６５万円の増加となり

ました。  

営業外費用の支払利息は、起債の利息として１ ,３６６万４ ,０００円の支出で、

９５万３ ,０００円の減となりました。  

特別損失の前年度からの増加２ ,６４１万５ ,０００円は、その他特別損失による
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もので、公営企業会計制度の改正に伴う貸倒引当金の額です。  

以上、事業費の額は２億２ ,６２７万５ ,０００円で、前年度と比較して１ ,１３

１万３ ,０００円の増加となりました。  

この明細につきましては、２３ページから２６ページにかけて記載しております

ので、よろしくお願いします。  

浄水場内の施設については老朽化してきていることから、維持管理につきまして

は、安全性・機能性を見きわめた上で交換時期を検討するなど、状態を点検しなが

ら必要に応じた修理を行い、経費の節減に努めてまいりたいと考えております。  

次に、１２ページをお開きください。  

主として建設改良及び企業債に関する会計であります資本的収入及び支出会計で

ございます。  

収入はありませんでした。これは、工事加入分担金を平成２６年度より収益的収

入に振りかえしたためでございます。  

次に、支出といたしましては、第１ 項建設改良費２ ,６８９万円、第２項企業債

償還金３ ,１１４万４ ,０００円で、第１款資本的支出の予算額合計６ ,９２１万８ ,

０００円に対し、決算額は５ ,８０３万４ ,０００円となり、前年度に比べ３ ,６９

６万２ ,０００円の減少となりました。 資本的支出額５ ,８０３万４ ,０００円は、

２６年度からの繰り越し工事資金４６３万７ ,０００円、過年度損益勘定留保金５ ,

１４４万２ ,０００円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１９５

万４ ,０００円で補塡し、決算処理を行いました。  

資本的収支会計の業務実績について説明いたします。３ページをお開きください。  

建設改良費２ ,６８９万円のうち主な工事としまして、 町道保田１３号線配水管

布設工事として２ ,０９９万４ ,０００円を支出しました。また、浄水施設の維持管

理として、２号浄水送水ポンプ取りかえ工事６６万７ ,０００円、４号ろ過ポンプ

取りかえ工事７８万６ ,０００円を支出いたしました。  

７ページをお願いします。  

建設改良費以外の支出といたしましては、企業債の償還におきまして、２６年度

については３ ,１１４万４ ,０００円を支出いたしました。  

以上、平成２６年度川西町水道事業会計決算の概要を説明いたしました。  

御審議の上、認定を賜りますようお願い申し上げまして、私からの説明を終わり

ます。  

議   長（寺澤秀和君）   説明が終わりましたので。  

この決算書案につきましては、過日会計監査が行われましたので、木村監査委員

の報告を求めます。  

木村監査委員。  

監査委員（木村  衛君）   平成２６年度水道事業会計の決算監査の結果を御報告申し上

げます。  

去る７月２９日に、中嶋監査委員とともに、地方公営企業法第３０条第２項の規
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定により、平成２６年度川西町水道事業会計決算について、水道部長に必要な調書

の提出を求めて、関係帳簿及び証拠書類を対照しながら説明を受け、その内容につ

いて厳正なる審査を実施いたしました結果、予算執行状況並びに現金の出納、保管、

資金の運用などにつきましては、地方公営企業法を初めとする関係法令に抵触する

こともなく、適正に行われているものと認めましたので、御報告申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   監査報告が終わりましたので、ただいまより総括質疑に入り

ますが、質疑通告が提出されておりませんので、総括質疑を終結いたします。  

お諮りいたします。  

ただいまの決算認定についての討論を省略し、総務建設経済委員会に付託するこ

とに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認めます。よって、本案件は、総務建設経済常任

委員会に付託します。  

日程第７、承認第１０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算の専決処分につ

いて及び日程第８、承認第１１号、損害賠償額の決定についての２議案を一括議題

とし、当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   次に、日程第７、承認第１０号、平成２７年度川西町一般会

計補正予算の専決についてでございます。  

４ページをお開きください。  

款２ .総務費  項２ .町税費  目２ .賦課徴収費におきまして、企業からの確定申告

を受けて還付金５９６万円が発生したものと、款３ .民生費  項２ .児童福祉費  目

４ .放課後児童対策費におきまして、延長保育の実施に伴う経費３９万６ ,０００円、

合計６３５万６ ,０００円を追加し、専決により執行したものでございます。  

次に、日程第８、承認第１１号、損害賠償額の決定についてでございます。  

これは、先ほど監査委員より業務改善要望をいただいた件でございますが、平成

２７年８月５日の生活保護支給事務において、生活保護受給者１名分の生活保護費

４万９ ,９２７円を紛失したことによる損害賠償額の決定を行うものでございます。  

なお、要望いただいた内容について真摯に受けとめ、再発防止に努めたいと考え

ております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   説明が終わりましたので、ただいまの承認案の審議に入りま

す。  

質疑ありませんか。  

       （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入

ります。  

討論ありませんか。  
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芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。それでは、承認第１０号、１１号に対

する討論を行います。  

態度表明は、両案とも賛成の立場からのものであります。  

承認第１０号の２７年度一般会計補正の専決処分ですが、一つは、法人住民税の

額が定まったことにより発生した還付金の支出でありまして、適正に事務処理がな

されているものと判断いたします。  

これは、時々の経済情勢とも連動することになりますが、いずれにしましても、

法人住民税に関しましても本町の重要な収入源として働いていることは間違いあり

ません。その使途におきましては、引き続き住民生活応援の視点を忘れることなく、

有効な施策として展開されんことを申し添えるものであります。  

いま一つの学童保育の延長を講ずる費用の支出でありますが、これにつきまして

は、町としての当然の措置と心得ますが、今般、３カ月の間事態の捕捉をし損ねた

ことにつきましては、取り組みの落ち度は否めません。この点を教訓として、今後

こうした状況に陥ることのないよう、状況の掌握に努めるためにも、保護者の皆さ

んとの懇談や要望等を伺えるような機会を適度に設けるなど、学童保育利用者の視

点に立った取り組みを求める次第であります。なお、しばらくは需要が膨らむ傾向

にあることからも、より一層本町らしさが発揮できるよう、住民の皆さんの意に沿

い、願いに応える、身近で役立つ町政として展開されんことを改めて求めておくも

のであります。  

続きまして、１１号の損害賠償額に関する議決案件でありますが、これは、その

理由にありますとおり、紛失した生活保護費の弁償でありますので、当然の措置と

心得ます。事態の究明に関しましては、遺失物として警察当局にも届け出て現在に

至っているところでありますが、いずれにしましても、あったものがなくなったこ

とに関しては、その真相はいまだ解明されておりませんので、今後の推移を見守る

としましても、再発の防止に向けては万全を期して臨んでおられることでありまし

ょうから、申すまでもありませんが、必要な手だてと対策を講じられんことを強く

求めておくものであります。  

以上の意見表明をいたしますが、ただいま上程の２承認案に対する態度表明とし

ましては、両案とも賛成することを申し上げまして、討論を終わります。  

議   長（寺澤秀和君）   ほかに討論ありませんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   討論がないようですので、討論を終わり、これより採決に 入

ります。  

お諮りいたします。  

承認第１０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算の専決について、提案どお

り承認することに賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  
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議   長（寺澤秀和君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり承認いたしました。  

次に、承認第１１号、損害賠償額の決定について、原案どおり承認することに賛

成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり承認いたしました。  

次に、日程第９、議案第５０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算について

より、日程第１８、議案第５９号、国保中央病院規約の変更についてまでの１０議

案を一括上程したいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、一括上程いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   それでは、日程第９、議案第５０号、平成２７年度川西町一

般会計補正予算について説明いたします。  

歳出の部でございます。１０ページをお開き願います。  

款１ .議会費  項１ .議会費  目１ .議会費におきまして、山形県川西町及び新潟県

十日町市における記念行事参加に伴う経費３３万９ ,０００円の追加をお願いする

ものです。  

款２ .総務費  項１ .総務管理費  目１ .一般管理費におきまして、議会事務局日々

雇用職員の賃金に要する経費１０７万２ ,０００円の増額、目３ .財産管理費におき

まして、組織改編に伴う庁舎内線電話移設・増設及びドア改修工事等に要する経費

１５１万７ ,０００円の増額、目４ .企画費におきましても、山形県川西町及び新潟

県十日町市における記念行事参加に伴う経費及びコミュニティバスの運行ルートの

延長に要する経費、合計７５万９ ,０００円の増額、目６ .電算運営費におきまして、

個人番号制度に対応したネットワーク構築等に要する経費５１６万４ ,０００円の

増額、目１０ .基金費におきまして、学校施設整備基金廃止に伴い、減債基金に積

み増しする経費４億２ ,９２２万８ ,０００円の追加をお願いするものです。  

１１ページに移りまして、項２ .町税費  目２ .賦課徴収費におきまして、７月新

設の債権管理課が使用する水道料金システム導入経費及び事務経費として７９万３ ,

０００円の追加をお願いするものです。  

項３ .戸籍住民基本台帳費  目１ .戸籍住民基本台帳費におきまして、個人番号カ

ードに対応したプリンターの購入等に要する経費として９２万９ ,０００円の追加

をお願いするものです。  

款３ .民生費  項１ .社会福祉費  目１ .社会福祉総務費におきまして、生活保護費

紛失に伴う補塡金５万円の追加及び介護予防住宅改修費が当初見込み額より増加し

たことに伴う介護保険事業勘定特別会計への繰出金により１２万５ ,０００円の追

加をお願いするものです。  

１２ページをお開き願います。款４ .衛生費  項２ .清掃費  目１ .清掃総務費にお
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いては、塵芥車購入のための財源を一般財源に振りかえを行うものです。  

款５ .農商工業費  項２ .商工費  目１ .商工総務費におきまして、結崎ネブカＰＲ

漫画冊子の制作に要する経費４９万７ ,０００円の追加をお願いするものです。  

款７ .消防費  項１ .消防費  目２ .非常備 消防費及び目５ .災害対策費におきまし

て、自治総合センターコミュニティ助成金を活用し、消防装備として水槽、ポンプ

とうの購入及び自主防災連絡協議会における災害用備品等購入に対する負担金に要

する経費の追加、目３ .消防施設費におきまして、消火栓の修繕に要す る経費、合

計３２７万６ ,０００円の追加をお願いするものでございます。  

款８ .教育費  項２ .小学校費  目１ .学校管理局費におきまして、寄附金及び奈良

の木学習机開発・普及推進モデル事業補助金を活用し、川西小学校図書室の机と椅

子の購入に要する経費１６４万２ ,０００円の追加をお願いするものでございます。  

１３ページに移りまして、項４ .中学校費  目１ .中学校費におきまして、式下中

学校敷地のうち国から借地している借地料の変更による経費８ ,０００円の追加、

項６ .社会教育費  目２ .文化会館費におきまして、文化会館のドア錠前、サークル

室間仕切りの修繕に要する経費１９万４ ,０００円の追加、目５ .文化事業費におき

まして、新たな文化活動チャレンジ事業補助金を活用し、川西アートフェスティバ

ルの開催に要する経費２３７万２ ,０００円の追加、目１０ .島の山古墳事業費にお

きまして、島の山古墳内部の防火用に臨時に設置していた堤の撤去に要する経費３

２万４ ,０００円、合計２８９万円の追加をお願いするものです。  

項７ .保険体育費  目３ .体育施設費におきまして、中央体育館の漏水修繕に要す

る経費１０万６ ,０００円の追加、目４ .給食運営費におきまして、学校給食地産地

消促進事業補助金を活用した小学校給食に要する経費１４万５ ,０００円の追加を

お願いするものです。  

１４ページをお開きください。款９ .公債費  項１ .公債費  目１ .元金におきまし

て、減収補塡債の繰り上げ償還実施に係る経費２２０万円の追加をお願いするもの

です。  

次に、歳入の部でございます。８ページをお開きください。  

款１３ .国庫支出金  項２ .国庫補助金におきまして、学校・家庭・地域連携協力

推進事業費補助金が新たに採択されたことにより、２２万３ ,０００円の増額をお

願いするものです。  

款１４ .県支出金  項２ .県補助金におきまして、学校給食地産地消促進事業、奈

良の木学習机開発・普及推進モデル事業、新たな文化活動チャレンジ事業、新公会

計制度の共同導入事業に関する県補助金、合計５７０万５ ,０００円の増額をお願

いするものです。  

款１６ .寄附金、項１ .寄附金におきまして、小学校整備指定寄附金を受けたこと

による１００万円の増額をお願いするものです。  

９ページをお願いします。款１７ .繰入金  項１ .基金繰入金におきまして、環境

整備基金の取り崩しを一般財源に変更することによる減及び学校施設整備基金の取
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り崩しによる増、合計４億１ ,６２２万８ ,０００円の増額をお願いするものです。  

款１８ .繰越金  項１ .繰越金におきまして、前年度繰越金により、今回補正予算

の歳入歳出の整合を図るための経費として１ ,２８７万８ ,０００円の増額をお願い

するものです。  

款１９ .諸収入  項４ .雑入におきまして、自治総合センターコミュニティ助成金

等として３５２万５ ,０００円の増額をお願いするものです。  

款２０ .町債  項１ .町債につきましては、普通交付税算定を受けた臨時財政対策

債の発行可能額が確定したことから、１ ,１１８万１ ,０００円の増額をお願いする

ものです。  

以上により、歳入歳出それぞれ ４億５ ,０７４万円の増額補正をお願いするもの

で、これにより、平成２７年度の一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ３９億

３５２万５ ,０００円となります。  

次に、議案第５１号、平成２７年度川西町国民健康保険特別会計補正予算につい

てでございます。  

歳出の部でございます。５ページをお開きください。  

款６ .介護納付金におきまして、社会保険診療支払基金からの納付額の確定によ

る１１万４ ,０００円の減額、款１０ .諸支出金におきまして、平成２５年度退職者

医療療養給付費の実績に伴う返還金等として１４０万６ ,０００円を増額するもの

でございます。  

続きまして、歳入の部でございます。４ページをお願いします。  

款９ .繰入金  項２ .基金繰入金でございますが、財源調整のため 、３４万６ ,０

００円の増額をお願いするものです。  

款１０ .繰越金につきましては、前年度の繰越金が確定したことから、９４万６ ,

０００円の増額をお願いするものです。  

以上により、歳入歳出それぞれ１２９万２ ,０００円の増額補正をお願いするも

ので、これにより、平成２７年度川西町国民健康保険特別会計予算の総額は、１２

億５３５万円となります。  

議案第５２号、平成２７年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算について

でございます。  

歳出の部でございます。７ページをお開きください。  

款２ .保険給付費につきましては、介護予防住宅改修費が当初見込み額より増額

したことにより、１００万円の増額をお願いするものです。  

款５ .諸支出金につきましては、前年度実績が確定したことにより、償還金及び

還付金として１７５万７ ,０００円の増額をお願いするものです。  

歳入の部でございます。５ページから６ページをお開きください。  

款４ .国庫負担金、款５ .支払基金交付金、款６ .県支出金及び款８ .繰入金におい

て、高額介護サービスの財源合計 １００万円の増額、款９ .繰越金につきましては、

前年度の繰越金が確定したことにより、１７５万７ ,０００円の増額をお願いする
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ものです。  

以上により、歳入歳出それぞれ ２７５万７ ,０００円の増額補正をお願いするも

ので、これにより同会計の総額は、７億３ ,７７６万４ ,０００円となります。  

次に、日程第１２、議案第５３号、平成２７年度川西町水道事業会計補正予算に

ついてでございます。  

２ページをお開きください。  

収益的支出につきましては、款１ .水道事業費用  項１ .営業費用につきましては、

８月１日に確定した裁判における弁護士委託料５４万円の増及び検査登録印紙代３ ,

０００円の増額をお願いするものでございます。  

資本的支出につきましては、款１ .資本的支出  項１ .建設改良費につきまして、

設計単価見直しによる設計委託料５０万８ ,０００円の増額をお願いするものでご

ざいます。  

以上により、収益的支出の第１款水道事業費用  第１項営業費用において５４万

３ ,０００円の増額補正をお願いするもので、これにより、収益的支出第１款水道

事業費用は２億１ ,７０９万５ ,０００円、第１項営業費用は１億９ ,９３２万８ ,０

００円、資本的支出 の第１款資本的支出  第１項建設改良費において５０万８ ,０

００円の増額補正をお願いするもので、これにより、資本的支出 の第１款資本的支

出は７ ,４２９万５ ,０００円、第１項建設改良費は４ ,１３１万６ ,０００円となり

ます。  

以上が平成２７年度補正予算関係でございます。  

続きまして、条例改正について御説明いたします。  

日程第１３、議案第５４号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提出に関する

条例の制定についてでございます。  

２枚目の「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、いわゆるマイナンバー法に基づき町が行う事務のうち、地方

税、国民健康保険などの法定利用事務以外の乳幼児等の医療費助成などの町独自利

用事務において、個人番号及び特定個人情報を利用するために制定するものでござ

います。  

続きまして、日程第１４、議案第５５号、川西町個人情報保護条例の一部改正に

ついてでございます。  

２枚目の「条例の概要」をお開き願います。  

右の欄の概要を御覧ください。本条例についても、マイナンバー法の趣旨に沿っ

た形で項目・規定を追加するために、条例の一部を改正するものでございます。  

続きまして、日程第１５、議案第５６号、川西町税条例の一部改正についてでご

ざいます。  

２枚目の「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正は、督促手数料を１通５０円から１００円に改めるために、条例
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の一部を改正するものでございます。  

続きまして、日程第１６、議案第５７号、川西町債権管理条例の制定についてで

ございます。  

２枚目「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の制定は、町の債権の管理に関して必要な事項を定めることにより、町

の債権管理の適正化を図るために制定するものでございます。  

主な内容は、町の債権を適正に管理するために台帳を整備、債権を履行期限まで

に納付がなされない場合の督促の実施、督促をした場合の履行日までの期間の日数

に応じた延滞金の徴収、督促後未納が続いた債権について、法令の規定による差し

押さえなどの滞納処分及び強制執行等の実施または債権放棄に関する規定等でござ

います。  

また、本条例制定に伴い、川西町後期高齢者医療に関する条例、川西町介護保険

条例、川西町行政財産使用料条例及び川西町道路占有料に関する条例の４条例につ

いても督促手数料及び延滞金の割合を同様に改正するものでございます。  

続きまして、日程第１７、議案第５８号、川西町手数料条例の一部を改正する条

例でございます。  

２枚目の「条例の概要」をお開き願います。  

この条例の改正も、個人番号制度が始まることに伴い、通知カード及び個人番号

画カードの利用者都合の再発行手数料に関する項目を追加するものでございます。  

続きまして、日程第１８、議案第５９号、国保中央病院組合規約の変更について

でございます。  

２枚目「規約の概要」お開き願います。  

この規約の変更は、組合議会議員の選任方法の改正、執行機関に識見の副管理者

の選任及び組合組織に新たに経営協議会を設置する等の規約の変更を行うものでご

ざいます。  

以上でございます。何とぞよろしく御審議賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   説明が終わりましたので、ただいまより議案第５０号より議

案第５９号までの総括質疑に入ります。  

    総括質疑通告により、１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   それでは、議案第５０号と５８号について若干お伺いをいた

します。  

まず、５０号、社会福祉費ですけれども、これは、先般発生しました生活保護費

の紛失に関して、みんなで弁償するということになったわけでありますけれども、

事が起こって、いろいろ探して、最終的に遺失物として届け出をして、その埋め合

わせ、弁償のお金はどうしようかということで、みんなでというか、関係５人で 割

るということのようでありますが、その判断に至った顚末について、町長の判断も

あったことであろうと思いますが、その判断についての御所見をお伺いいたします。  

それから、これは総務委員会に係る部分なんですけれども、住民基本台帳費のと
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ころで、今度、マイナンバー制度の導入に伴いまして、カードの裏書きをするプリ

ンターを買うということなんですけれども、先ほどの同僚議員の一般質問の中で町

長も若干お触れでしたけれども、町長御自身、マイナンバーがスタートすることに

よるリスクですね、とにかくセキュリティは万全に、皆頑張ってやりますけれども、

それがどうしても入ってくる人がいて漏えいするということが、なかなか防ぎよう

がないというふうな事案でありますが、そういったリスクに関してどういう認識を

お持ちか、そのことだけお伺いしておきたいと思います。  

それから、５８号、手数料条例についてであります。  

これは、再発行の手数料を何ぼにするのかという話であります。リスクの問題も

絡むことでありますし、それについては手数料の設置は各自治体の任意ということ

でもあるようですので、もう手数料を設けずに、不測の事態については再発行して

はどうかという考えについて、意向をお伺いしておきたいと存じます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   福祉部長。  

福祉部長（下間章兆君）   まず、私のほうから回答させていただきます。  

まず最初の生活保護費の紛失事案につきましてですが、生活保護費紛失の概要に

つきましては、本年８月５日の生活保護支給時、午前１０時から午後３時までの間

ですが、１名の方の保護費が入った封筒がなくなっていることに午後３時ごろ気づ

きました。その報告を私が受けまして、立ち回りを探すことや担当課員全員に対し

て私のほうから聞き取り調査を実施いたしましたが、手がかりがありませんでした。  

また、８月５日から１９日にかけて、当日窓口支給した保護費受給者全員に連絡

し、誤渡し等がないかの問い合わせを行ったところ、その全員の方から誤渡しがな

いとの回答がありました。一方、中和福祉事務所長が支給事務にかかわった県職員

２名に対して個別聞き取り調査を行いましたが、これも手がかりがありませんでし

た。  

これらのことを受けまして、８月１９日に本町が天理警察署田原本分署地域課に

これまでの調査結果を説明し、遺失物として提出し、受理されたところです。  

翌２０日には、川西町教育長が、私を含め町住民保険課全員を対象とした聞き取

り調査、また、県地域福祉課長が、支給事務にかかわった県職員を対象にそれぞれ

聞き取り調査を行いましたが、これも手がかりがありませんでした。  

紛失した生活保護費の受給者さんへの対応といたしましては、８月６日に川西町

の公費により補塡し、生活保護受給者に支給済みであり、後日改めて受給者宅を訪

問し、今回のことを謝罪し、了承を得ました。  

支給した保護費の財源として、今回上程しております補正予算案が承認されまし

たら、町幹部職員で補塡させていただきたいと考えております。  

また、今後新たな事実が判明した場合、改めまして天理警察に相談し、対応した

いと考えております。  

また、生活保護費支給に関しましては、先ほども申し上げましたように、口座振
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り替えによる支給を実施し、それまでの窓口支給におきましては、手渡し時に手渡

す保護費の封筒の複数での確認や支給開始時あるいは支給開始後の封筒の確認を十

分行うことなど、公金の取り扱いには十分注意するようにしたいと考えております。  

続きまして、住民基本台帳費のマイナンバーに関することですが、来年１月に運

用が始まるマイナンバーの利用範囲を広げる改正マイナンバー法と改正個人情報保

護法がこの９月３日に成立しました。マイナンバーに限らず、行政が取り扱ってい

るシステムにおきましては、個人情報の漏えいのリスクは、議員御指摘のとおり免

れることはありませんが、マイナンバーの取り扱いにつきましては、先ほど町長も

回答しましたとおり、アルバイトも含め、全職員を対象に、マイナンバーに関する

情報セキュリティ研修を実施しており、職員等の情報セキュリティの水準の底上げ

を図り、その取り扱いには十分注意したいと考えております。  

続きまして、手数料条例の改正につきまして。  

マイナンバー制度につきましては、１０月５日から各世帯宛ての通知カードの送

付が始まり、平成２８年１月からは、希望する申請者の方に対して個人番号カード

の交付が始まります。これらのカードに記載された個人番号は、社会保障、税、災

害対策の行政手続での使用から始まり、行政手続の効率化や住民の利便性を高める

ために今後も活用範囲は広められていく予定です。  

便利なカードであるがゆえに、ひとたび紛失等がありますと、個人情報の漏えい

というリスクがありますので、大事に管理をお願いしたいところではありますが、

やむを得ず紛失した場合は、再交付の手続をとっていただくことになります。これ

らのカードは、初回の交付につきましては住民の皆様に対して無料で交付させてい

ただくことになっておりますが、町といたしましては、カードの発行元である地方

公共団体情報システム機構に対し、交付手数料相当経費を支払いいたします。この

交付手数料相当経費につきましては、初回分においては国庫補助の対象となるため、

町の負担は最終的にはなくなりますが、発行主体である市町村や地方公共団体情報

システム機構による過失等によるやむを得ない場合を除き、再交付については国庫

補助の対象とならない旨の通知が、総務省自治行政局からありました。同通知には

申請者から徴収しないことも可能であると記載されていますが、大事なカードであ

ることから、住民の皆様も意識をしていただきたい思いも込めまして、再発行手数

料を設けさせていただきたいと思っております。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   まず、社会福祉費の生保費の弁償の件は、それはそれで当然

の話であります。町長御自身、幹部職員、町長と副町長の２人、あと数名で弁償の

お金を補塡するという形に議案ではなっていますが、そうしようということで一定

どこかで判断されてると思います。その判断に至った町長の認識をお伺いしておき

たいというふうに思います。  

それと、今般の出来事ですけれども、そこで町長が一定そうしようということで
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判断なさった以上は、私が思いますに、この補塡については町長と副町長とでおさ

めといて、一般職員に及ばんようになさってはどうかなというふうには考えていま

すが、そこら辺について、あわせて御所見をお伺いしておきたいと存じます。  

それから、マイナンバーの手数料の件は、それはそれでいいですけども、リスク

を町長御自身はどう思っておられるか。制度としてはもうスタートしますから、乗

っていかんとしゃあないですけども、個人情報として、今の住基カードの比ではな

い情報が載っていきますし、どうなるのかわかりませんけど、今言うてる話では、

買い物する中身も行政機関が捕捉していくみたいなことも事態としては起こってる

わけですけれども、その辺のリスクに関して、町長御自身、マイナンバー制度に関

してどういう認識か、お伺いをしておきます。  

以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   副町長。  

副  町  長（森田政美君）   保護費の自主返納について、私のほうから。  

福祉部長のほうから報告がございまして、さてどうしたものかということで、町

長と相談させていただきました。町長のほうは、一旦は事故として扱うべきでしょ

うと。民間であれば事故として扱うということで、一旦御決断いただいたところで

はあるんですけども、住民感情も踏まえ、また新聞報道もすることから、税金で賄

われている保護費を税金でまた補塡するのかという部分において、住民感情も勘案

させていただきまして、また、監査委員さん２名とも御相談させていただいて、も

うここは職員の自主返納でいいのではないかというところで、町長と再度調整させ

ていただきまして、御理解を得たところでございます。（芝和也君「２人でおさめ

とかはったらということについてはどうですか」と呼ぶ）  

それが、ちょっと調べたところによりますと、町長がそれを補塡すると、公職選

挙法に抵触するということになりましたので、僕の分がちょっと増えたというとこ

ろもあるんですけども。ということもあって、一応管理職、それから特別職という

ところでおさめさせていただいたところです。  

議   長（寺澤秀和君）   町長。  

町   長（竹村匡正君）   マイナンバーのリスクに関してなんですけども、先ほど伊藤

議員からも御質問がございましたとおり、ハード面、ソフト面、想定できるリスク

に関しましては万全の対応を行っていることでございますので、漏えいするような

リスクはないと考えておりますけども、万一漏えいした場合、不正な取得や情報漏

えいに関しましては、従来の個人情報保護に関する罰則よりも重い規定になってお

りますので、職員に対しましては十分教育をしていくつもりでございます。  

また、利用状況に関しましては、２０１７年１月にインターネットサイトの「マ

イナポータル」の運用が始まるということでございますので、住民の皆さん御自身

が自分のマイナンバーがいつ、どのように使われたかというのは確認できますので、

その辺はまた住民の皆さんにもマイナンバー制度の理解を進めていきたいと思って

おります。  
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以上です。  

議   長（寺澤秀和君）   これをもちまして、総括質疑を終結いたします。  

お諮りいたします。  

質疑が終わりましたので、討論を省略し、各関係委員会に付託することに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、厚生、総務建設経済各常任委員会に付託い

たします。  

なお、各委員会の開催は、お手元に配付のとおりお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げます。  

次に、日程第１９、同意第４号、川西町教育委員会委員の任命についてを議題と

いたします。  

当局の説明を求めます。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   続きまして、日程第１９、同意第４号、川西町教育委員会委

員の任命についてでございます。  

同意第４号につきましては、現在教育として就任していただいております辰巳裕

世委員の再任につきまして御同意を願うものでございます。  

以上でございます。何とぞ御同意賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   ただいま説明のありました同意第４号について、質疑ありま

せんか。  

        （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   質疑がないようですので、討論を省略し、採決いたします。  

お諮りいたします。  

同意第４号、川西町教育委員会委員、辰巳裕世氏の選任について、同意すること

に賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   賛成全員により、本案件は、原案のとおり同意することに決

しました。  

議   長（寺澤秀和君）   以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。  

    本日の会議は、これをもって散会といたします。  

    なお、明日より１７日までは、各委員会開催のための休会といたします。１８日

午前１０時より再開し、ただいま各常任委員会に付託されました各議案について、

委員長の報告を求めることにいたします。  

    本日は、ありがとうございました。  

（午後１時０２分  散会）  
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厚生委員会議事日程 

        平成 27年 9月 11日 (金 ) 午前 10時  開議  

日程第１  認定第１号  平成２５年度川西町一般会計・特別会計決算について  

 <一般会計 >     

  歳出  款２  総務費  項３  戸籍住民基本台帳費   P.49～ 50  

   款３  民生費      P.54～ 70  

   款４  衛生費      P.70～ 76  

   款５  農商工費  項２商工費  目１商工総務費   P.79～ 80  

  歳入  上記関係歳入      P.15～   

 <国民健康保険特別会計 >   P.117～ 147 

 <後期高齢者医療特別会計 >   P.148～ 159 

 <介護保険事業勘定特別会計 >   P.160～ 186 

 <介護保険介護サービス事業勘定特別会計 >  P.187～ 196 

日程第２  議案第 50号  平成２７年度川西町一般会計補正予算について  

  歳出  款２   総務費     項３戸籍住民基本台帳費   P.11  

   款３  民生費      P.11  

        款４  衛生費      P.12  

  歳入  上記関係歳入   P. 8～   

日程第３  議案第 51号  平成２７年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について  

日程第４  議案第 52号  平成２７年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算につい

て  

日程第５  議案第 57号  川西町債権管理条例の制定について  

日程第６  議案第 58号  川西町手数料条例の一部改正について  

 

               閉会 12時 00分  
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出席委員                         

                           

 委員長  石田  三郎  副委員長  松本  史郎            

 委  員  安井  知子     委  員  伊藤彰夫          

 委  員  森本  修司  委  員  大植  正          

 議  長  寺澤秀和  
  

        

                           

説明のために出席した者                

                           

 町  長  竹村  匡正              

 副町長  森田  政美                      

 理事   河井  美樹               

    総務部長  吉田  昌功               

 総務課長  安井  洋次    財政課長  西村  俊哉         

                           

 福祉部長  下間  章兆                   

 住民保険課長  岡田  充浩  健康福祉課長  吉岡  秀樹       

 長寿介護課長  堀内規世子  
 

    

                           

 会計管理者  松本雅司            

                           

職務のために出席した者                

                           

 議会事務局長  吉岡  伸晃                   

                      

欠席委員及び職員                       
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総務建設経済委員会議事日程  

        平成 27年 9月 14日（月）  午前 10時  開議  

日程第１  認定第１号  平成２６年度川西町一般会計・特別会計決算について  

 <一般会計 >     

  歳出  款１  議会費      P. 36～  37  

   款２  総務費      P. 37～  54  

   款５  農商工業費    P. 76～  80  

   款６  土木費      P. 80～  87  

   款７  消防費      P. 87～  90  

   款８  教育費      P. 90～ 111 

   款９  公債費      P.111～ 112  

   款 10 諸支出費     P.112 

   款 11 予備費      P.112  

  歳入  上記関係歳入      P. 10～   

 <住宅新築資金等貸付事業特別会計 >  P.197～ 204 

 <公共下水道事業特別会計 >  P.205～ 214 

日程第２  認定第２号  平成２６年度川西町水道事業会計決算について  

日程第３  議案第 50号  平成２７年度川西町一般会計補正予算について  

  歳出  款２  議会費     P.10  

   款２  総務費     P.10～ 11  

   款５  農商工業費    P.12  

   款７  消防費     P.12  

   款８  教育費     P.12～ 13  

   款９  公債費     P.14  

  歳入  上記関係歳入      P. 8～   

日程第４  議案第 53号  平成 27年度川西町水道事業会計補正予算について  

日程第５  議案第 54号  行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提出

に関する条例の制定について  

     

日程第６  議案第 55号  川西町個人情報保護条例の一部改正について  

日程第７  議案第 56号  川西町税条例の一部改正について  

日程第８  議案第 57号  川西町債権管理条例の制定について  

日程第９  議案第 59号  国保中央病院組合規約の変更について       

                      閉会 14時 40分  
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出席委員  

 

委員長   中嶋  正澄    副委員長   今村  榮一     

   委  員   松村  定則    委  員    福西  広理  

   委  員   寺澤  秀和    委  員    芝  和也  

 副議長   伊藤  彰夫  

 

説明のために出席した者  

 

町  長   竹村  匡正  

   副町長   森田  政美  

   理  事   河井  美樹  

 総務部長   吉田  昌功  

   総務課長   安井  洋次      財務課長   西村  俊哉  

 総合政策課長   山口  尚亮    税務課長   大西  成弘  

債権管理課長   福本  誠治  

 

産業建設部長心得   奥  隆至  

 

教育長    山嶋  健司  

教育次長   栗原  進  

教委総務課長   深澤  達彦    社会教育課長   廣瀬  行延  

 

水道部長   福本  哲也  

 

会計管理者  松本  雅司  

 

職務のために出席した者  

 

   議会事務局長   吉岡  伸晃  

 

欠席委員及び職員  
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平成２７年川西町議会第３回定例会会議録 (再 開) 

                                平成27年9月18日（金）午前10時00分開会 

 招集年月日 平成２７年９月１８日 
 

 招集の場所 川 西 町 役 場 議 場 
 

 開 会      平成２７年９月１８日午前１０時宣告 
 

 出 席 議 員      １番  松村定則   ２番  安井知子   ３番  福西広理  
 

  ４番  伊藤彰夫   ５番  石田三郎   ６番  今村榮一  
 

  ７番  松本史郎   ８番  寺澤秀和   ９番  森本修司  
 

  10番  中嶋正澄    11番   芝  和也     12番  大植  正  
 

 欠 席 議 員       
 

 地方自治法第 町長 竹村匡正      副町長 森田政美 
 

 121条の規定 教育長 山嶋健司     理事 河井美樹  
 

 により説明の 総務部長 吉田昌功    福祉部長 下間章兆   
 

 ため出席した  会計管理者 松本雅司   教育次長 栗原 進    

 者の職氏名  水道部長 福本哲也    産業建設部長心得 奥 隆至     

  

 総務課長 安井洋次  財政課長 西村俊哉 

総合政策課長 山口尚亮 

 

   
 

   監査委員 木村 衛 
 

 本会議に職務 議会事務局長吉岡伸晃 
 

 のため出席し モニター係 石田知孝   野口明日香 
 

 た者の職氏名  
 

 本日の会議に 別紙議事日程に同じ 
 

 付した事件  
 

 会 議 録 署 名       議長は会議録署名議員に次の２人を指名した 
 

 議員の氏名      ７番 松本史郎 議員 ９番 森本修司 議員 
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川西町議会第３回定例会（議事日程） 

   
平成２７年９月１８日（金）午前10時00分再開 

日程 議案番号 件           名 

      

      

第１  委員長報告  認定第１号・認定第２号 

          議案第50号～59号 

     

     質疑・討論 

      

   採決 
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（午前１０時００分   再開）  

議   長（寺澤秀和君）   皆さん、おはようございます。  

これより、平成２７年川西町議会第３回定例会を再開します。  

ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しております。よって議会は成立い

たしましたので、これより会議を開きます。  

日程第１、委員長報告を議題といたします。  

去る１０日の定例会において上程されました認定第１号、平成２ ６年度川西町一

般会計・特別会計決算についてより、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業会

計決算について及び議案第５０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算について

より、議案第５９号、国保中央病院組合規約の変更についてまでの認定２件、議案

１０件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、一括議題といたします。  

それでは、ただいまより、各委員会の審査の経過並びに結果について、順次委員

長の報告を求めます。  

     厚生委員長、石田三郎君。  

厚生委員長（石田三郎君）     議長の御指名をいただきましたので、厚生委員会を代表

いたしまして委員長報告をいたします。  

去る９月１０日、本会議において当委員会に付託されました各議案につきまして、

過日、９月１１日に委員会を開催し、審議をいたしました、その結果を御報告申し

上げます。  

まず、認定第１号、平成２６年度川西町一般会計・特別会計決算についてであり

ます。  

一般会計につきまして、委員より、保育所の乳幼児の受け入れ状況について質問

があり、当局より、「平成２７年８月現在、定員１３０名の成和保育園に川西町の

児童１０９名と町外からの受け入れ児童９名が通っており、それ以外の町外の保育

所に４４名が委託により入所されております。現在は町に待機児童はいない状況で

ありますが、平成２７年度より子ども・子育て支援新制度が施行され、その中で認

定こども園の普及が推進されていることから、川西町の住民アンケートや子ども・

子育て支援事業計画にその誘致に向け積極的に取り組むとしていますので、認定こ

ども園の誘致等、よりよい子育て環境整備に努めます」との回答がありました。  

また、委員より、放課後児童対策の今後の見通しについて質問があり、当局より、

「現在の学童保育所の定員は７０名で、４年生以上の児童２０名をお断りしていま

す。これは、平成２６年度までの対象は小学校３年生までで、平成２７年度より子

ども・子育て支援新制度が施行され、小学校６年生までが対象になったことが原因

です。現在、定員８６名への変更を軸に協議を進めています。放課後学校利用につ

いては、学童担当として教育委員会に以前確認したところ、空き教室が必要で、空

き教室とは、固定された場所にある教室で、現在は学年により２クラス（３・４
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年）と３クラス（１・２・５・６年）があり、難しいと回答を得ています。また、

子どもセンターの利用も検討の一つではありますが、学校と子どもセンターについ

ては教育委員会の事務になりますので、十分に協議を進め、環境整備に努めます」

との回答がありました。  

次に、委員より、妊娠から出産までの助成事業と少子化に対する対応について質

問があり、当局より、「妊娠から出産までの助成事業については、母子手帳交付時

に妊婦健康診査補助券（総額９万５ ,０００円の金券）を発行しています。妊婦健

康診査の受診は望ましい回数があり、助成もその回数に合わせて１４回程度受けら

れることや、補助券の使用上の注意事項等も説明しています。平成２６年度妊婦１

人当たりの補助券使用額は７万３ ,８８４円となっており、助成額についても９万

５ ,０００円の補助券で対応できていると考えている。なお、妊婦届け出をしない

妊婦につきましては、奈良県が「妊娠なんでも１１０番」という相談窓口を設置し

ています。薬局やコンビニ等に名刺サイズのチラシを置いて、自宅出産予防や誰に

も言えない妊娠等の支援を行っています。また、数年前から、年１回、中和保健所

主催の産科医療機関との連携会議に参加し、産科医療機関と保健センターとの連携

を密にしています。また、産科医療機関からの情報提供も増えており、情報提供の

あった妊婦には、虐待予防も含め、保健師が家庭訪問の対象にしています。次に、

少子化に対する対応について、現在川西町人口ビジョン、川西町まち・ひと・しご

と総合戦略を作成しており、その中で少子高齢化等に対する対応策を検討したいと

思います」との回答がありました。  

次に、委員より、資源ごみ、プラスチック、ペットボトル、発泡スチロール回収

を毎週できないかについて質問があり、当局より、「ごみ回収方法は、可燃物は第

１週から第５週にかけて毎週回収し、資源ごみは第１週から第４週にかけて、プラ

スチック類が月２回、発泡スチロール類、ペットボトル類、飲料缶類、段ボール類

は月１回、不燃物は月１回の割合で、可燃物の回収を行った後に塵芥車を洗浄して

資源ごみを回収しております。資源ごみの中で多いのはプラスチック類で、その他

の資源ごみは少ないのが現状です。また、発泡スチロール類の分別が正確に行われ

ていないときや汚れたまま捨てられている場合は、それらを除外して収集していま

す。そのような状況から、資源ごみの分別収集の周知をさらに行い、収集量の状況

を見て、資源ごみの回収回数を検討していますので、当面は現状のまま回収したい

と思います」との回答がありました。  

次に、委員より、清掃活動助成金について質問があり、当局より、「自治会で実

施していただいている清掃活動により残土処理料の助成を行っているもので、平成

２６年度は延べ２０自治会に対し２７８万６ ,０００円支出しました」との回答が

ありました。  

また、委員より、生ごみ堆肥化容器の購入助成の回数制限について質問があり、

当局より、「現在１回のみの助成としているが、利用状況等も分析し、２回以降も

可能とするか検討したい」との回答がありました。  
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次に、委員より、介護保険事業計画策定について質問があり、当局より、「介護

保険事業計画は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、３年ごとに作成する必要が

あり、平成２６年度においては、平成２７年度から平成２９年度までの川西町第７

次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画をコンサルタントに委託し、作成し

ました。作成に当たっては、要介護認定３以上の認定者を除く６５歳以上の高齢者

に対し、日常生活圏域ニーズ調査を実施し、今後３年間の介護サービスの水準、給

付費を推計し、その期間の介護保険料を算定しました。ニーズ調査の分析やサービ

ス水準、給付費の推計など、統計学上の知識が必要となること及び短期間で策定す

る必要があったことから、プロポーザルによる業者選定を行い、本町の総合計画に

もかかわっている京都市の業者に事業計画案の作成を委託しました。その資料をも

とに、川西町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会を平成２６年９月か

ら平成２７年２月まで３回開催し、策定しました」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、認定第１号、平成２６年度川西町一般会計・特別会計

決算における厚生委員会に付託されました決算については、承認いたしました。  

次に、議案第５０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算、議案第５１号、平

成２７年度川西町国民健康保険特別会計補正予算、議案第５２号、平成２７年度川

西町介護保険事業勘定特別会計補正予算については、提案説明どおりであり、承認

しました。  

次に、議案第５７号、川西町債権管理条例の制定について、議案第５８号、川西

町手数料条例の一部改正についての条例案２議案につきましては、提案説明どおり

であり、承認しました。  

また、委員より、「決算書の様式等について工夫し、説明の仕方を統一するなど、

わかりやすいものにしてほしい」との要望がありました  

次に、当委員会に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規定に

基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるように議決されんことをお願

い申し上げまして、厚生委員会を代表いたしましての委員長報告といたします。  

    議員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   続きまして、総務建設経済委員長、中嶋正澄君。  

総務建設経済委員長（中嶋正澄君）   議長の御指名をいただきましたので、総務建設経

済委員会を代表いたしまして委員長報告をいたします。  

当委員会は、平成２７年９月１４日に開催し、当委員会に付託されました各議案

について、当局から詳細な説明を受け、慎重に審議いたしました。  

まず、決算の状況につきまして、認定第１号、平成２６年度川西町一般会計・特

別会計決算についてであります。  

委員より、新規就農者支援事業補助金について質問があり、当局より、「当該事

業は、農業従事者の高齢化が急速に進展する中、持続可能な力強い農業を実現する

ため、青年の新規就農者を大幅に増加させる必要があり、新規就農に当たっては、

技術の習得や所得の確保が課題となっていることから、就農前後の青年新規就農者
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に対する給付金の給付を行うことにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を

図り、青年就農者の増大を図るためのものである。現在、川西町の対象者は１名で、

平成２４年度より３カ年において事業を行っておりまして、平成２６年度が補助最

終年度である」との回答がありました。  

委員から、固定資産税不能欠損額の内訳について質問があり、当局より、「まず、

地方税法第１５条の７第４項関係、執行停止後３年が２６件、１７４万円で、第１

８条消滅時効、５年で消滅した者２３件、２７８万円となり、欠損額合計では４５

２万円となった。前年度対比では３２４万円増となっており、増加理由といたしま

して、３年の執行停止を待たずして５年の時効消滅により不能欠損処分したことに

よるものである」との回答がありました。  

委員より、「決算全体についてどのように分析しているか」との質問があり、当

局より、「２６年度決算については、普通会計ベースで１億２ ,３８４万円の実質

収支があり、実質単年度収支においても８ ,２２８万円の黒字である。加えて、健

全化を示す財政４指標においても、実質赤字比率、連結赤字比率、将来負担比率に

おいてはマイナス数値であり、実質公債費比率においても危険数値の２５ .０をは

るかに下回る３ .８という状況なので、（各財政指標から見て）安定した財政状況

での決算とすることができたと考えている。これについては、ここ数年来の繰り上

げ償還、また緊防債等有利な起債の採択により、学校建設事業に係る基金の取り崩

しが見込みより少ない状況で終了したことなどによるものと考えている」との回答

がありました。  

委員より、「人事評価について、導入時期は。また、導入となると部課長の顔色

を見ながら仕事をするのでは」との質問があり、当局より、「平成２６年度におい

て人事評価システムを構築。平成２７年度より本格始動、２７年度の評価をもとに、

２８年度において勤勉手当を決定予定。また、人事評価においては、評価者のレベ

ルを均一化することが大事であるため、１次評価者から２次評価者、次に調整者が

いるので、偏った見方はないと考えている」との回答がありました。  

委員より、コミバス使用料の状況と国庫補助金の要件について、今後の改善内容

及びデマンドへの対応についての質問があり、当局より、「使用料は１経路平均１

人以上が補助要件で、現在１ .８人の使用状況なので、補助の対象となる。利用者

増には高齢者等に対する料金の減免、天理との相互乗り入れなどを検討中。デマン

ド対応については、今のところ考えていない」との回答がありました。  

委員より、今後の防 災無線について質問 があり、当局より、 「防災無線の更新

（デジタル化）を行うと、約４億円の費用が発生する。導入後も転入者に１機４万

円の戸別受信機を貸与することとなる。仮に更新しない場合では、防災の情報伝達

だけを考えると、時代の進歩で携帯電話に配信できるエリアメールなど、無料で多

くの人たちに伝えることができるツールも出てきている。ただし、高齢者や要援護

者など携帯電話での情報を受け取ることが難しい人たちへの対応について検討は必

要となる。防災行政無線を廃止するにあっての大きな問題は、自治会内の連絡。市
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レベルでは費用的に戸別受信機の設置は無理であるため、いわゆる電話等による連

絡網で自治会内の連絡を行っている。川西町もこのように対応できるのか、住民意

識の確認が必要。なお、現在の防災無線は平成３２年で廃止となるため、エリアメ

ールや電話による連絡等検討していく」との回答がありました。  

委員より、「地方創生について、２６年度国の補正を受けて予算化し、今年度へ

繰り越された事業である地方創生についての現在の進捗状況はどうか」との質問が

あり、当局より、「現在、川西町人口ビジョン、まち・ひと・しごと総合戦略を策

定しているところである。また、予算化いただいている先行事業をどのような形で

実施していけるか検討しているところ」との回答がありました。  

委員より、「川西町伝統野菜であるネブカ生産者に対し、労をねぎらう施策を行

う予定はあるか」との質問があり、当局より、「ネブカの生産者を増やし、生産量

を上げるため、イベントや広報により側面支援を行っている」との回答がありまし

た。  

委員より、「唐院工業団地周辺の企業誘致について進捗状況は」との質問があり、

当局より、「従来、町単独で進めてきた企業誘致の取り組みが、県の工業ゾーン創

出プロジェクト事業に組み込まれ、現在、県とともに課題調整を行っているところ

である。今年度末に県において取りまとめが行われ、来年度に具体的な事業を進め

ていく予定」との回答がありました。  

委員より、「平成２６年度決算で企業立地奨励金２件分が支出されている。太陽

光発電設備においても固定資産税相当額を１年分交付される環境施設設置奨励金制

度があるが、個人事業者に対しても奨励金交付制度の対応についての検討はない

か」との質問があり、当局より、「個人事業者に対する奨励金については、当町の

奨励金制度での対応は考えていない。国や奈良県の助成金制度等の利用で対応して

いただきたい」との回答がありました。  

委員より、危険箇所マップの配布があったが、その危険箇所における対策につい

ての質問があり、当局より、「この危険箇所マップは、町連合ＰＴＡ校外補導部で

危険箇所の点検を行い、作成したものであり、今後、危険箇所については関係部署

と調整し、対策を検討してまいりたい」との回答がありました。  

委員から、「結崎駅前整備の今後の方針をお示しいただきたい」との質問があり、

当局より、「平成２８年度において町道結崎線歩道整備に対する測量を実施する予

定で、今年度、測量費の補助金確保に努め、周辺道路より事業を進める方針である。

また、駅前整備事業を実施した市町村の情報収集に努めている」との回答がありま

した。  

また、委員より、「今後、現結崎駅前整備計画の変更はあるのか」との質問に対

して当局より、「駅前整備計画をベースにして実施するが、計画変更が生じた場合、

特別委員会に諮り決定する。しかし、大幅な変更ではなく、修正程度の変更であ

る」との回答がありました。  

委員より、「公営住宅家賃の滞納額について、今議会提出の債権管理条例の対象
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となる債権となるのか」との質問があり、当局より、「当然対象となる」との回答

がありました。  

また、「時効については」との質問があり、当局より、「分納誓約をしている場

合は時効が中断しており、問題はない。滞納者のほぼ全員が分納誓約をしている」

との回答がありました。  

委員より、消火器の入れかえについて質問があり、当局より、「消火器の交換に

ついては、平成２１年に大阪市で消火器の破裂事故が発生以前は１５年サイクルで

交換してきたが、事故発生以後は８年から１０年となっているため、耐用年数を把

握しながら交換を行っている」との回答がありました。  

委員より、「災害対策について、今回の関東・東北豪雨のような豪雨が川西町で

発生した場合、備えはあるのか」との質問があり、当局より、「今回のような集中

豪雨が川西町に発生し、河川が決壊した場合、町のハザードマップのとおり、川西

町はほぼ全域浸水すると思われる。このような想定外の事態が発生すれば、町内の

避難所も水没するおそれがあり、町内の避難所にこだわらず、他の自治体へ避難す

ることもあり得ると考えている。町内避難所においては保存食は３日分あるが、今

後、広報紙や各自治会の自主防災訓練等で、各家庭でも保存食の確保を徹底するよ

う啓発していきたい」との回答がありました。  

委員より、「小学校における太陽光パネルの設置とクーラーの設置について、今

後の計画はどのようになっているのか」との質問があり、当局より、「小学校の体

育館については、現在太陽光パネルを設置しているが、増設については、現在の利

用状況並びに国等の補助金、今後の屋根貸し事業の動向を含め、検討してまいりた

い。また、普通教室のクーラーの設置に関しては、他の市町村の状況及び補助金の

あり方も参考に検討する」との回答がありました。  

委員より、図書館の図書費の充実について質問があり、当局より、「現在、図書

の蔵書数については、当初目標に達しており、今後も予算の範囲内で蔵書図書の充

実を図っていく」との回答がありました。  

委員より、「学童保育の定員の増加により、現在の子どもセンター を学童保育所

として活用していくのか」との質問があり、当局より、「現在の学童保育所での増

設には無理があることから、できれば既存施設を利用したいが、設備等の更新が必

要であり、今後関係部局と方向性を協議していく」との回答がありました。  

委員より、住新特会について、平成３２年までの起債支払い額は収入の見込みが

あるが、収入不可のものは今回の債権管理条例の対象となる債権か」との質問があ

り、当局より、「現在、住新債権は住新組合に移管されているものであり、当該条

例の対象とはならない。対象とするためには、再度住新組合からの移管があってか

らのこと」との回答がありました。  

委員より、「下水道会計について、公営企業会計への進捗状況はどうか」との質

問があり、当局より、「平成２８年度中に固定資産台帳を整備し、平成２９年度中

に例規等の整備を行い、平成３０年度から移行する予定である」との回答がありま
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した。  

また、「公営企業化に伴い、現在一般会計から行っている繰り出し額に影響はあ

るか。また、料金に影響はあるか」との質問があり、当局より、「現在、下水道特

会において事業費及び公債費等の支払いがある。その財源として使用料があるが、

それを補塡する意味合いで繰り出しを一般会計から行っている。下水道事業が公営

企業化されても歳入の状況が変化することは考えにくく、その意味で繰出金に影響

は余りないと考えている。また、引当金及び減価償却費の処理が発生するので、そ

の意味での影響はあるものと考えている」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、認定１号、平成２６年度川西町一般会計・特別会計決

算における当委員会所管分については、提案どおり認定いたしました。  

続きまして、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業会計決算についてであり

ます。  

委員より、水道老朽管の入れかえについての質問があり、当局より、「法定耐用

年数を超えた水道管は、町内に 約３ .６キロある。現在磯城郡で検討が始まった広

域化の進捗状況を踏まえ、適宜対応していきたい」との回答がありました。  

委員より、基本料金分の一般会計繰り入れによる水道基本料金の廃止についての

質問があり、当局より、「平成２６年度収益的収支は黒字決算であるが、一般会計

の繰り入れについては考えていない。また、基本料金はメーター交換などの固定費

に係る費用に使われるべきもので、基本料金は必要と考えている」との回答があり

ました。  

委員より、「水道職員の人件費を、全職員の人件費を平均化した額との差額を一

般会計から補塡してはどうか」との質問があり、当局より、「水道職員の人件費が

全職員の平均額より高くなった場合には、一時的に水道会計の負担が増加すること

になるが、長期的には、定期的な異動があることから平準化され、水道会計が他の

会計より負担が増えるとは考えていない」との回答がありました。  

委員より、「県水直結の時期はいつか」との質問があり、当局より、「平成３０

年度までに県水を直結する。このことにより、動力費、設備費が削減されることに

なり、老朽化している浄水施設の更新より料金に対するメリットが多いと考えてい

る」との回答がありました。  

委員より、県水直結と磯城郡の水道広域化について質問があり、当局より、「今

回の県水の直結と広域化には直接の関連はない。町としては、広域化より直結によ

るメリットのほうが大きいと考えている。直結については、町の意向で県水による

実施が決まってきているところである。広域化については、県と磯城郡３町の協議

により、今後具体化していくところである」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、認定第２号、平成２６年度川西町水道事業会計決算に

ついては、提案どおり認定いたしました。  

続きまして、議案第５０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算について、議

案第５３号、川西町水道事業会計補正予算について、議案第５４号、行政手続きに
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おける特定の個人識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利

用及び特定個人情報の提出に関する条例の制定について、議案第５５号、川西町個

人情報保護条例の一部改正について、議案第５６号、川西町税条例の一部改正につ

いて、議案第５７号、川西町債権管理条例の制定について、議案第５９号、国保中

央病院組合規約の変更についてであります。  

委員より、一般会計補正予算審議に関連して、マイナンバー制に係る情報保護に

ついて質問があり、当局より、「特定個人情報をやりとりするラインは、通常のイ

ンターネット回線ではなく、ＬＧＷＡＮ回線であるので、回線から漏えいすること

は極めて考えにくい。人的な取り扱いによる漏えいが最も想定されるが、それに対

しては厳格な個人番号情報の取り扱い規定を策定することで対応していく。また、

万が一の場合に備えて、特定個人情報の暗号化等を検討していく」との回答があり

ました。  

委員より、学校給食地産地消促進事業の内容及び継続について質問があり、当局

より、「県の補助金を活用し、奈良県産の食材１品を今後計６回にわたり追加する

ものである。また、継続事業としての実施については未定である」との回答があり

ました。  

委員より、「町において、電力調達を入札により経費の節減を図ったとのことだ

が、災害発生時のリスクはないのか」との質問があり、当局より、「電力供給の設

備は引き続き関西電力の設備を利用するもので、町は使用電力の料金をエネサーブ

に支払い、使用電力料をエネサーブから関西電力に支弁するスキームである。災害

発生時のリスクは、関西電力契約時と何ら変わらない」との回答がありました。  

委員より、水道事業会計補正予算審議に関連して、上下水道料金の裁判の具体的

な原告の訴えについて質問があり、当局より、「原告は、川西町が行った不能欠損

処理が違法な債権放棄に当たるという訴えであった。原告の請求がいずれも理由が

ないとのことから、原告の請求をいずれも棄却するという判決となった」との回答

がありました。  

委員より、「債権管理条例について、施行後どのようになるのか」との質問があ

り、当局より、「条例で税以外の債権を分類し、各債権の管理に関し必要な事項を

定めることにより、債権管理の適正化を図ることができる。また、国の債権管理事

務取扱規則のみなし消滅の事由等に倣って、債権放棄の事由を規定することにより、

経済的に価値のない、徴収見込みのない債権を議会に議案として１件ごとに審議し

なくても権利放棄することができるようになり、より効率的・適切な債権管理を行

うことができる。債権を適正に管理することにより、結果として徴収率向上を図れ

る」との回答がありました。  

以上の審議をもちまして、議案第５０号、平成２７年度川西町一般会計補正予算

について、議案第５３号、川西町水道事業会計補正予算について、議案第５４号、

行政手続きにおける特定の個人識別するための番号の利用等に関する法律に基づく

個人番号の利用及び特定個人情報の提出に関する条例の制定について、議案第５５
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号、川西町個人情報保護条例の一部改正について、議案第５６号、川西町税条例の

一部改正について、議案第５７号、川西町債権管理条例の制定について、議案第５

９号、国保中央病院組合規約の変更については、提案どおり承認いたしました。  

以上が当委員会に付託されました各議案の審議の結果でございます。  

次に、当委員会所管に係る審査案件につきましては、地方自治法第１０９条の規

定に基づき、議会閉会中においても調査並びに審査できるよう議決されんことを望

みまして、総務建設経済委員長報告とさせていただきます。  

何とぞ議員各位の御賛同を賜りますようにお願い申し上げます。  

議   長（寺澤秀和君）   以上で各委員長の報告が終わりましたので、これより委員長

報告に対する質疑に入ります。  

質疑ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   質疑がないようですので、質疑を終わり、これより討論に入

ります。  

討論ありませんか。  

１１番  芝和也君。  

11番議員（芝  和也君）   １１番、芝和也です。ただいまの総務建設並びに厚生の両常

任委員長から報告がありました、本定例会に上程されております認定第１号、平成

２６年度川西町一般会計・特別会計決算についてより、議案第５９号、国保中央病

院組合規約の変更についてまでの認定案２本、補正予算案４本、条例案６本に対す

る討論を行います。  

態度表明としましては、認定案２本は反対、あとの議案は全て賛成の立場からの

ものであります。  

認定１号の決算認定でありますが、これは２６年度の一般会計と国民健康保険、

後期高齢者医療保険、介護保険の事業勘定、サービス勘定、住宅新築資金、公共下

水道の７つの会計が１本にくくられていますので、認定第１号に対する態度表明と

しましては反対ということになりますが、このうち下水道と介護保険の２つ、後期

高齢者医療保険の４議案は、それぞれ認定するものであります。  

まず、一般会計についてであります。  

当該年度は、全体としてはアベノミクスの経済対策が打たれて２年目で、消費税

が５％から８％に引き上がった年で、竹村町長が就任後最初の本予算を組まれた年

でありました。誰もが景気の底上げに期待を寄せている年ではありましたが、実質

賃金はマイナスから脱し切れずに推移した年となりました。国全体の経済動向は、

指標的には上向きの傾向はあらわれている年でもありましたが、それは大手のとこ

ろの内部留保金という形にとどまり、国内経済全体には還流されておらず、結果、

実質賃金も対前年度比でマイナスということで、住民生活全般を見渡しますと、誰

もが「景気がようなってよかったな」とは、到底言えるような状況ではありません

でしたし、逆に、「経済が回復しているというけれども、それは一体どこの話？」
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というのが大体の皆さんの実感でありました。  

こうしたもと、自治体の取り組みは、おのずと住民生活応援への力の傾注が一層

求められているのが実情です。本町の取り組みとしましても、当該年度に向かう中、

子育て支援策等の拡充が徐々に手がけられていた時期でもありまして、町長が就任

なさって最初の本予算となったこの年、引き続きそれらの分野に手が打たれ、新た

に小学生と中学３年生、高校３年生に対する取り組みとして、インフルエンザワク

チンの接種補助等も取り組まれましたし、地域経済対策として、企業立地の奨励金

の条件が拡充されまして、住民の雇用支援策として一定の前進が見られる年ともな

りました。こうした分野の充実には、やはり自治体の取り組みは住民にとって一番

身近な行政の取り組みということになりますので、日ごろの取り組みを通じて役所

として住民の声をいかに捕捉するかが問われますし、その思いにいかに応えていく

かということを常に心がけねばなりません。  

そういう意味では、財政出動に当たっても、本町の財務状況は、各経済指標から

して安定した状態をつくってきた結果、体力は備えられている状況にありますので、

いかにして住民生活に資する取り組みに役立てるかにしっかりと視点を置くことが

求められている問題と心得ます。  

町長も、本町の人口動態からして、これからますます６５歳以上の皆さんの住民

全体に占める割合が膨らむことは承知のとおりでありまして、扶助費関係予算など

の需要の自然増に対しましては、きちんと手を打つ旨、方針をお持ちであります。

ただ、それに備えるためにも、現行のメニューを膨らますことには一定の抵抗をお

持ちのようでありますが、来年度の国の概算要求から見えてきますのは、この辺の

社会保障関連の取り組みでは、一層の住民負担がかぶさることが見え隠れしていま

すので、ここは自治体にとってはしんどい話になりますが、その影響から暮らしを

守るべく、やはり防波堤の役割として自治体の取り組みが必然的に求められざるを

得ない状況になるものと心得ます。  

ぜひこういう背景から来る問題を踏まえられまして、地方自治体としてなせるわ

ざと力と知恵を存分に発揮されんことを求めるものであります。  

これから次年度の取り組みの検討も始まることでありましょう。デマンドタクシ

ーも含め、地域交通の拡充、地域経済の活性化に向け、住民雇用に一層つながるよ

う、企業立地奨励金制度の緩和、住宅リフォーム助成や太陽光発電への助成、また、

国の農家の新規就労支援の取り組みに加え、農地を守っておられるのは圧倒的な兼

業農家の皆さんですので、そういう点では、それらの皆さんの所得申告における経

費の計上等を漏れることなく算出できるように、農業の担い手と農地の保全に資す

る取り組みとして策を講じて、側面支援できるような手だてを持つこと。駅前整備

が２８年度からの５カ年計画で本格的に始まります。南北の踏切拡幅の着手は当然

としても、駅舎の建てかえは、示されている計画の履行ではなく、いま一度ふさわ

しい取り組みに再考することを求める次第であります。  

教育においては、メリットある取り組みとして進められている少人数学級の全学
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年での実施、幼稚園や学校の普通教室へのクーラーの設置など、尋常ではない状態

の気温になりつつある今日的課題として早急に取り組まれんことを求めるものであ

ります。  

子どもの医療費の分野では、子育て中の若年世代をどう支えていくかが取り組み

の中心点であります。特に昨今の経済、そこから来る雇用・就労状況からしますと、

これら子育て世代に対してとりわけ厳しくあらわれているのが実態です。こうした

社会経済状況は、これら子育て世代の皆さんには直接に何の責任もない、今日的な

社会問題であることは言うまでもありません。次代の担い手を育てることは、今日

的な社会全体に求められている問題と心得ます。議論を重ねているところの子ども

の医療費の義務教育終了までの助成制度に通院も含めることや、窓口払いが不要と

なるよう、現物給付化の早期実施に向けて手だてを講じること、学童の受け入れ確

保を確実にできるよう、取り組みの充実等々を求めるものであります。  

さらには、住環境の整備に向け、既に多岐にわたって諸施策が取り組まれていま

すが、分別の徹底によるごみの減量化策の拡充策等々を一層手がけられんことを改

めて求めるものであります。  

また、各種の施策の拡充や新たな取り組みを手がけるためにも、住民の皆さんと

の意思の疎通は欠かせません。あらゆる機会を通して既に実践のことと存じますが、

加えて、本町の規模からして、タウンミーティングの取り組みは十分に可能ですの

で、ぜひ積極的に開かれまして、情報の出し手としての一層の役所の務めを果たす

とともに、しっかりと意向を酌み上げる場としても大いに活用できるよう、新たな

取り組みとして求めるものであります。こうした機会を役所の側から設けて、各地

域へ出向かれんことを改めて申し上げます。  

次に、国民健康保険についてであります。  

実質の単年度収支では赤でありまして、過去の繰り上げ資金を潰しながらの収支

が続いている状況であります。当座、現行の保険料率を維持しながらの運営方針を

堅持し、奈良県一本化を迎えることとなるようでありますが、本町国保の加入者の

所得分布状況は、既に御承知のとおり、所得２００万円までで全体の８割を占め、

法定減免適用の世帯は全体の５割を超えている状況にあります。また、保険税額も

平均して所得の１割を超えてきていますので、これは医療保険の負担としては決し

て軽い域には入りません。このことは町長も御承知のとおりであります。したがい

まして、将来、会計上の収支を合わせるために新たな保険税の値上げが必要になっ

たとしても、支払い能力を上回るだけのことでありまして、現行の負担割合の引き

上げはするべきではありません。言うまでもありませんが、現状にとどまるために

も、支出の増大を抑えることにこそ力を傾注することが、保険者としての本町の取

り組むべき姿勢にほかなりませんし、既に一般会計で予防保健の取り組みに手を打

たれているように、国保でも同様の手だては必要でありますし、そのための本会計

への一般財源の投入はあってしかるべきであります。  

この間、この手の議論は平行線でありますが、国保や後期高齢者医療保険は国民
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皆保険制度の根幹をなす制度でありまして、決して一部の人の制度ではありません。

これらの制度は、住民全体を補完すべく実施されているものであり、一般財源の投

入が公平性を欠くことには決してなりませんし、収支を考えましても、支出分を何

で確保するかとなりますと、さきに触れましたように、加入者の経済状況からして、

不足分は保険税でと安易に踏み込むべきではありません。医療費の高騰を抑える策

に全力を傾けながら、可能な限り医療費の抑制に取り組み、現行の保険税負担にと

どまることを求めるものであります。  

奈良県一本化までは幾らも時間はありません。保険会計を維持し、いかにして住

民負担の増大を避けるかが最大の課題と心得ます。国民健康保険は、相互扶助によ

る制度のレベルにとどまるものではありません。それは、医療制度の根幹をなす社

会保障制度としての位置づけに据えられている保険制度であることにしっかりとし

た視点を置いて運営に当たられんことを引き続き求める次第であります。  

次に、住宅新築資金についてであります。  

当該年度で町の償還残は２ ,０００万円、町へ返済されるであろう見込額は６ ,０

００万円、動きそうにない焦げつきの見込みは４ ,７００万円という状況でありま

す。また、既に単年度の収支で収入不足を翌年度からの繰り上げを充てる特殊な処

理が行われ、その額は当該年度で１ ,７００万円というのが現状であります。貸付

金の回収が順当に進んでおりますれば、おおむね９ ,０００万円程度の歳入の確保

となり、新たな使い道が開けるところでありますが、このままの状況で推移したと

して、単純に差し引きしますと、回収見込みの６ ,０００万円から町の償還分と繰

り上げ充用分を差し引いた分の２ ,３００万円程度の確保にとどまり、現在の焦げ

つき見込みの４ ,７００万円を含めますと、６ ,０００万円以上を確保し損ねたこと

になりますので、現時点で断定するものではありませんが、それなりに大きな穴を

あけたことになりそうな状況にあるということは問題であります。  

この辺のシミュレーションはとうになさっていることと思いますが、住民への中

身の説明は避けて通れるものではありません。これまでの議論を通じて、町長は、

債権が確定した段階で説明するとのことでありますが、それでは事後報告にしかな

りませんし、状況を見てとれる材料は既にお持ちでありましょうから、見通しはほ

ぼ確定できると存じます。ぜひきちんとした説明の上に後々の会計処理に当たられ

たほうが、すっきりいくものと心得ます。改めてその旨申し上げるものであります。  

以上、３会計の認定については反対いたします。  

あとの４本の会計は認定するものでありますが、いずれにしましても、本町が住

民の皆さんの意を酌み、願いに応える、身近で役立つ川西町としてますます発展す

るよう、その取り組みを求めるとともに、次年度の予算編成には、触れてまいりま

したように、一連の手だてを講じられんことを求めまして、１本の議案にくくられ

ております本１号認定案全体については反対をいたします。  

次に、認定第２号の２６年度の水道事業会計決算についてであります。  

当該年度は、会計処理におきまして、積年議論を重ねてまいりましたが、会計士
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さんの意見も取り入れ、加入分担金を資本勘定から収益勘定への組みかえが行われ

ました。このことで、住民からすれば、水を買うために支払った加入金が資本勘定

に積まれ、その資金で設備投資をした資産を収益勘定において払った水道代で減価

償却されておりましたので、資本勘定で払った加入金と減価償却される収益勘定で

日ごろ払う水道料金との重なった負担が解消されたこととなりました。問題が整理

でき、皆さん歓迎されていることと存じます。  

また、当該年度は、新たな運営方式に向け事業計画を策定し、平成３０年度から

の県営水道への直結に切りかえるべく、その取り組みが始められています。今後こ

の計画に磯城郡３町による広域化による運営が県が主体になって目下模索されてい

るようでして、本町としては、給水原価の低コスト化が見込まれることからも、導

入への積極的な姿勢が必要と心得ます。  

いずれにしましても、問題は料金がどうなるかでありまして、ここは政策的な判

断が大きく求められるところであります。公営企業としていかに努力をするかが問

われますし、同時に、住民の福祉の増進に努めることが公営企業法では位置づけら

れておりますので、ただ単に商売だけで運営するものではありません。こういう点

では、議論は平行線をたどるのみでありますが、料金の状況も勘案して、一般財源

を投入する判断はあってしかるべきと存じますし、水道事業は全住民に行き渡って

おり、等しく利用できるサービスでありまして、一般行政サービスと何ら変わるも

のではありません。そういう意味合いからも、基本料金設定の必要性は乏しいと判

断いたします。この点では、少なくともその分だけでも一般財源を充てるべきと心

得ます。  

いずれにしましても、水道管理者として、今後とも安全で安価にして安定した供

給の確保に向け、会計処理ともども最善を尽くされんことを求めまして、本認定案

につきましても反対するものであります。  

続きまして、２７年度の各補正予算以下、賛成の立場からのものであります。  

まず、一般会計補正予算でありますが、マイナンバー制度の導入や水道料金など、

債権管理に関するそれぞれのシステム改修に要する費用、生活保護費の紛失分の補

塡策に対して予算化されているものであります。マイナンバー制度につきましては、

国が進めている以上、その整備として自治体分の務めは果たさねばなりませんが、

町長は、利便性からしてよい制度として認識している旨、総務委員会での私とのや

りとりでもお述べでしたが、この制度は、個人情報がかなり深く突っ込んで集約さ

れることになっていますので、漏えいのリスクが心配されるところであります。ヒ

ューマンエラーも含めまして、情報の漏えいは最大限防がねばならないことは言う

までもありません。検討中とのことでしたが、自治体としてできるすべは、情報が

漏えいしても、それを暗号化することで中身をわからなくしてしまうすべが、現状

では最大の策とのことであります。漏えいのリスクは防ぎようがありません。その

場合、原発事故と同じで、責任のとりようがありません。早急に暗号化に踏み切ら

れんことを改めて求める次第であります。  
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また、生活保護費の紛失分補塡問題ですが、これはこれとして補塡は当然ですが、

あったものがなくなった事実をどう受けとめるかが問われてくる問題です。ひとり

でに足が生えてどこかへ行くわけはありませんので、そこには必ず人為的なミス、

あるいは何らかの意図した行為がないことにはこうした事態にはなりませんので、

その辺、事の処し方について内部できちんと解決を図られんことを申し添えておき

ます。  

次の国保と介護事業の補正は、それぞれ給付費など実績による財源調整でありま

して、適正に処理されているものと判断いたします。  

水道補正についてであります。  

積算単価の引き上げに伴う設計委託料の変更と裁判の弁護士費用の追加補正であ

りまして、計上されています予算については適正に処理がなされているものと判断

いたします。この間の水道料金の徴収問題に関してでありますが、料金の滞納にお

いて消滅時効が完成した後、債権が消滅した場合は欠損処理をすることになります

が、債権がなくなった以上、その処理はやむを得ませんが、問題は、消滅時効の完

成に至る経緯にあると存じます。ここは、その間の手続を含め、事務の執行状況に

関して落ち度が指摘されても否めませんし、既に本町監査委員さんからも指摘され

ているとおりであります。この点では、この間の一連の住民の監査請求を初め、訴

訟等の問題も踏まえ、水道管理者初め、当局として襟を正して取り組むべき問題と

して真摯に受けとめ、職務の執行に当たられんことを申し上げておきます。  

以上、補正予算関係についてであります。  

次に、条例関係の５４号、マイナンバー制度の実施に伴い新設する町条例、５５

号は、その関連で、本町の個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例、並び

に、前後しますが、５８号のマイナンバーのカード発行に伴い、その旨、手数料条

例へ追加し、徴収根拠を置こうとする条例、それから、５７号、本町の債権の管理

に関して、その手続などを定める条例の制定、５６号として、町税条例の督促手数

料など債権管理条例との整合性を持たせるべく、実費相当を充てる旨変更する条例、

５９号、国保病院規約の変更についてであります。  

５４号、５５号、５８号は、マイナンバー制度の実施に関係するものでありまし

て、制度のスタートに伴い必要な整備をするものであります。５８号のマイナンバ

ーカードの再発行手数料についてでありますが、大切な個人情報でありますので、

カードの管理は各人による責任が問われてきますので、しっかり管理していただく

意味合いからも手数料を設けるとのことのようでありますが、それはそれとしまし

て、この手数料の徴収は、あくまでも市町村の任意とのことであります。この制度

ですが、ヒューマンエラーも含め、情報の漏えいのリスクはどんなに頑張っても１

００％拭うことは不可能ですので、漏えい時の番号変更に伴う再発行は、本人の管

理上の問題に関係なく生じるおそれもあることから、一定の条件を設けて、該当す

る事由のときは無料で発行できるよう手だてをとることを申し添えるものでありま

す。  
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５７号の債権管理条例の制定に関してであります。  

本条例は、自治令にある債権管理の規定の趣旨にのっとって制度を確認し、債権

を扱う本町関係部署において適正にその管理を行うためのものと判断いたしますが、

現下の経済状況からして、本人の意に反して債務者に陥らざるを得ない事態もいつ

起こらんとも限りません。法律や条例は、その趣旨は、ただ単に行政上の執行手続

を定めるためのものだけではなく、不測の事態が生じ、生活困窮状態になったとき

にこそ、その利益を支え、守るためにも存在するものであることは、これまた疑い

ようのない事実であります。したがいまして、債務者の生活を支える視点を執行者

としては決しておろそかにすることなく、言うまでもありませんが、滞納処分によ

り滞納者の生活を著しく追い詰めるようなことが断じてあってはなりません。本条

例は、執行者が臨むに当たって、その視点の据え方いかんでは、もろ刃の剣となる

ことも十分に念頭に置かれて執行されんことを強く申し添えるものであります。  

以上、５０号から５９号までの２７年度の４本の補正予算案並びに５本の条例各

案、それから、国保病院組合の規約の変更につきましては、いずれも賛成すること

を表明し、本定例会に上程されました認定案２本、議案１０本の賛成、反対のそれ

ぞれの立場からの討論を終わります。  

議   長（寺澤秀和君）   ほかに討論ありませんか。  

４番、伊藤彰夫君。  

４番議員（伊藤彰夫君）   本日の議案に関しまして、全て賛成の立場で討論させていた

だきます。  

まず、認定第１号、一般会計について。  

歳入歳出の収支の状況及び経常収支比率、実質公債費比率、将来負担比率などの

財政指標の面からも良好であり、また、教育、福祉を初め各事業に適切に執行され

ており、安定した財政運営と認められます。先ほどの討論の中で、住民生活のいろ

いろな方面への手だてについての意見がありましたが、健全な財政のもとに考える

べきものであります。いろいろな助成・支援などの施策を安易に実施することは、

財政健全化を維持していく上で疑問に感じるところでございます。  

なお、理事者側は、人口の変動から来る財源の減少に対しては、基金などを取り

崩し、医療費助成などの扶助費を維持する旨、言及しているところであり、評価で

きるものと考えております。  

したがって、平成２６年度一般会計決算につきましては、認定に賛成いたします。  

また、特別会計の国保、後期高齢者、介護事業、介護サービスの４会計について

は、厚生委員会において慎重な審議を行っており、国保における健診事業や繰入金

の状況など、各決算において極めて妥当なものと考えられます。  

また、住宅新築資金の滞納債権については、従前から理事者側が説明しているよ

うに、住新回収組合が債権回収に御尽力いただいている間は回収が不能かどうかは

未定であり、住民に対しても未確定なことは伝えるべきでないと思います。さらに、

債権放棄などの最終的な判断は、現時点では控えるべきものと考えます。したがっ
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て、現段階でのとり得る会計的手段としては、繰り上げ充当が最も適当であると判

断できますので、平成２６年度住宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定には賛

成いたします。  

次に、認定第２号、水道事業会計決算についてでありますが、公営企業会計制度

の改正の１年目であり、大幅な変更のあった中、収益的収入及び支出の会計につい

ては、適切な歳入歳出となっています。また、前年度の赤字会計から７１９万円の

黒字となっています。資本的収入及び支出の会計についても、水道事業を維持して

いく上で欠かすことのできない支出であると認めます。  

したがって、平成２６年度水道事業会計決算の認定に賛成いたすものであります。  

次の議案第５０号から５３号の補正予算につきましても、特に問題はなく、妥当

であると判断し、全て承認するものであります。  

次の議案第５４号、マイナンバー制度に関する条例の制定についてであります。  

マイナンバー法９条２項で条例委任を規定している独自の事務や庁内連携、また、

同法１９条９号で同様に規定している情報提供に係る事項を明らかにしたもので、

マイナンバー法の趣旨に即した妥当なものと考えます。  

次の議案第５５号、個人情報保護条例、それから５６号、町税条例の一部改正、

飛びまして５８号の手数料条例の一部改正、この一部改正３件につきましても、と

もに所要の改正を行うものであり、妥当であると認めます。  

次に、議案第５７号、債権管理条例の制定について。  

債権全般について徴収方法や債権放棄なども含めた債権処分について明文化した

ものであり、これにより、債権処理の法的安定性が確保でき、全庁統一した方法で

債権処理に臨めるものであり、当該事務に有効に機能すると考えられます。したが

って、賛成するものであります。  

最後に、議案第５９号、国保病院組合の規約の変更につきましては、適正かつ円

滑な運営を担保するものであり、妥当と考えます。  

以上で賛成討論を終わります。  

議   長（寺澤秀和君）   ほかに討論ありませんか。  

           （「なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   ほかに討論がないようですので、討論を終わり、これより採

決に入ります。  

お諮りいたします。  

認定第１号と認定第２号の２議案について、賛成の方の挙手を求めます。  

           （挙手する者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   賛成多数により、各案件は、原案のとおり認定いたしました。  

お諮りいたします。  

次に、議案第５０号から議案第５３号までの４議案について、賛成の方の挙手を

求めます。  

           （挙手する者あり）  
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議   長（寺澤秀和君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしました。  

お諮りいたします。  

次に、議案第５４号から議案第５９号にまでの６議案について、賛成の方の挙手

を求めます。  

             （挙手する者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   賛成全員により、各案件は、原案のとおり可決いたしました。  

お諮りいたします。  

総務建設経済委員会及び厚生委員会及び議会運営委員会並びに駅周辺整備特別委

員会所管に係る議会閉会中の審査事件につきましては、地方自治法の規定に基づき、

議会閉会中においても継続して調査並びに審議したいと思いますが、これに御異議

ございませんか。  

           （「異議なし」と呼ぶ者あり）  

議   長（寺澤秀和君）   異議なしと認め、閉会中においても常任委員会及び特別委員

会を開催できることに決しました。  

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。  

議員各位には、何かとお忙しい折にもかかわらず、本定例会に提案されました諸

議案につきまして慎重に御審議賜り、かつ議会運営に御理解のある御協力をいただ

きましたことに対し、議長として厚くお礼申し上げる次第でございます。  

理事者におかれましても、今後も引き続き厳しい財政環境が予想されるため、予

算の執行に当たっては、経済性、効率性及び有効性に配慮しつつ、厳正な執行を望

むものであります。また、議員各位から出されました御意見なり要望を十分に尊重

していただき、今後の町政に一層の御努力を賜りたいと存ずる次第でございます。  

閉会に当たり、町長より閉会の挨拶を受けることにいたします。  

町長。  

町   長（竹村匡正君）   平成２７年川西町議会第３回定例会の閉会に当たり、一言御

礼を申し上げます。  

本議会に提出いたしました各議案につきまして、慎重審議賜り、 全議案につきま

して議決いただきましたことに、厚く御礼申し上げます。  

審議を通じ議員各位から賜りました御意見、御指摘を真摯に受けとめまして、今

後の町政に取り組んでまいりたいと考えております。議員各位におかれましては、

より一層の御指導、御協力を賜りますことをお願い申し上げまして、閉会に当たっ

ての御礼の挨拶とさせていただきます。  

ありがとうございました。  

議   長（寺澤秀和君）   これをもちまして、平成２７年川西町議会第３回定例会を閉

会いたします。  

ありがとうございました。  

（午前１１時１３分   閉会）  
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署 名 議 員 

 

 

署 名 議 員 
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(議決の結果)   

議案番号 件           名 議決月日 審議結果 

認定第１号 平成26年度川西町一般会計･特別会計決算について 9月18日 原案認定 

認定第２号 平成26年度川西町水道事業会計決算について 9月18日 原案認定 

承認第10号 平成27年度川西町一般会計補正予算の専決について 9月10日 原案承認 

承認第11号 損害賠償額の決定について 9月10日 原案承認 

議案第50号 平成27年度川西町一般会計補正予算について 9月18日 原案可決 

議案第51号 平成27年度川西町国民健康保険特別会計補正予算について 9月18日 原案可決 

議案第52号 
平成27年度川西町介護保険事業勘定特別会計補正予算につ

いて 
9月18日 原案可決 

議案第53号 平成27年度川西町水道事業会計補正予算について 9月18日 原案可決 

議案第54号 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情

報の提出に関する条例の制定について 

9月18日 原案可決 

議案第55号 川西町個人情報保護条例の一部改正について 9月18日 原案可決 

議案第56号 川西町税条例の一部改正について 9月18日 原案可決 

議案第57号 川西町債権管理条例の制定について 9月18日 原案可決 

議案第58号 川西町手数料条例の一部改正について 9月18日 原案可決 

議案第59号 国保中央病院組合規約の変更について 9月18日 原案可決 

同意第4号 川西町教育委員会委員の任命について 9月10日 原案同意 

 

 


